
は
じ
め
に

現
在
国
立
公
文
書
館
に
は
「
公
文
別
録
」
と
い
う
文
書
群
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
治
一
九
年
に
内
閣
記
録
局
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
「
記
録
目
録
」
一
三

分
類
で
は
「
第
一

公
文
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
の
昭
和
四
六

年
一
二
月
に
内
閣
総
理
大
臣
官
房
総
務
課
か
ら
国
立
公
文
書
館
へ
移
管
さ
れ
た
後
、

四
九
年
一
二
月
か
ら
順
次
公
開
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
簿
冊
数
は
二

六
九
冊
と
な
っ
て
い
る
（
１
）
。

「
公
文
別
録
」
の
特
徴
と
し
て
は
何
よ
り
も
、
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
「
公
文
録
」「
公
文
類
聚
」「
公
文
雑
纂
」
な
ど
の
文
書
群
に
対
し
「
公
文
別�

録
」
と
い
う
名
称
か
ら
も
、
ま
た
そ
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
こ

こ
に
は
他
の
文
書
群
と
は
違
い
、
当
時
の
政
治
・
外
交
・
内
政
・
軍
事
な
ど
に
関

す
る
機
密
性
の
高
い
文
書
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た

そ
の
簿
冊
の
ほ
と
ん
ど
は
編
纂
物
で
は
な
く
、
当
時
の
公
文
の
原
本
を
編
綴
し
た

原
議
綴
で
あ
り
、
そ
の
収
録
年
代
は
明
治
元
年
か
ら
昭
和
二
二
年
に
及
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
公
文
別
録
」
は
近
代
日
本
の
全
時
代
に
わ
た
っ
て
政
府
内
で
作
成

さ
れ
た
多
数
の
機
密
文
書
の
原
本
を
含
ん
で
い
る
文
書
群
で
あ
る
点
で
、
国
立
公

文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
文
書
群
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
公
文
別
録
」
と
い
う
文
書
群
そ
の
も
の
に
関
す
る

本
格
的
な
研
究
は
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
広
瀬
順
皓
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、「
公
文
別
録
」
編
纂
の
基
準
と
な
る
べ

き
法
令
が
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
り
、
そ
の
結
果
「
公
文
別
録
」
は

「
文
書
群
成
立
の
理
由
も
そ
の
性
格
も
明
確
に
把
握
で
き
な
い
文
書
群
」
の
ま
ま

残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
２
）
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
「
公
文
別
録
」
に
関
す
る
数
少

な
い
研
究
に
お
い
て
も
、「
公
文
録
」「
公
文
類
聚
」
な
ど
に
編
綴
さ
れ
ず
機
密
関

係
書
類
と
し
て
別
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
や
（
３
）
、
た
だ
機
密
文
書
だ

け
で
な
く
未
決
・
廃
案
文
書
、
保
存
規
程
か
ら
外
れ
る
が
参
考
の
た
め
保
存
し
た

文
書
、
内
閣
人
事
文
書
な
ど
も
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
４
）
、
そ
し
て
明
治
一
七
・
一

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
別
録
」
に
関
す
る
一
考
察

―
そ
の
性
格
及
び
編
纂
・
保
存
過
程
を
中
心
に
―

朴

完

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
十
六
号

二
〇
一
二
年
三
月
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八
年
の
記
録
課
報
告
書
に
登
場
す
る
「
秘
書
掛
書
類
」
と
「
公
文
別
録
」
と
の
関

連
性
（
５
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

一
方
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
日
本
文
化
研
究
専
攻
日
本
史
学

専
門
分
野
で
は
、
平
成
二
一
年
か
ら
鈴
木
淳
先
生
の
指
導
の
下
で
、
国
立
公
文
書

館
所
蔵
史
料
を
活
用
す
る
ゼ
ミ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
鈴
木
先
生
を
始

め
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
ゼ
ミ
参
加
員
が
「
公
文
別
録
」
に
関
す
る
発
表
を
行
っ
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
公
文
別
録
」
に
関
す
る
新
し
い
諸
側
面
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
を
受
け
て
、
筆
者
も
何
回
か
発
表
を
試
み
た
こ
と

が
あ
る
（
６
）
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
主
に
「
公
文
別
録
」
の
簿
冊
形
態
及
び
編
纂
・
保
存
過
程
に

注
目
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の
文
書
群
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
最
大

の
目
的
と
す
る
。
ま
ず
第
一
章
で
は
前
提
と
し
て
、
近
代
日
本
の
太
政
官
・
内
閣

に
お
け
る
機
密
文
書
取
扱
規
程
を
整
理
す
る
。
ま
た
第
二
章
で
は
、「
公
文
別

録
」
の
目
録
を
整
理
し
て
そ
の
全
体
像
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
主
に
簿
冊
の
形

態
に
注
目
し
、
各
時
代
に
お
け
る
形
態
上
の
特
徴
と
そ
の
変
化
の
様
相
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
「
公
文
別
録
」
中
の
一
簿
冊
を
実
例
と
し
て
挙
げ
、

『
件
名
録
』『
件
名
簿
』『
増
加
日
簿
』
な
ど
の
補
助
史
料
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
他
の
文
書
群
と
は
区
別
さ
れ
る
「
公
文
別
録
」
の
編
纂
・
保
存
過
程
に

お
け
る
特
徴
を
引
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の
文
書
群
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に

す
る
。

第
一
章

太
政
官
・
内
閣
に
お
け
る
機
密
文
書
取
扱
規
程

前
述
の
と
お
り
、「
公
文
別
録
」
の
編
纂
に
関
す
る
明
確
な
規
程
は
未
だ
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、「
公
文
別
録
」
に
機
密
性
の
高
い
文
書
が

多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
太
政
官
・
内
閣
に
お
け
る
機
密
文
書
の
処

理
・
編
纂
・
保
存
規
程
を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
「
公
文
別
録
」
の
編
纂
・
保
存
過

程
に
関
す
る
ヒ
ン
ト
を
探
す
こ
と
に
す
る
。

第
一
節

太
政
官
期

太
政
官
・
内
閣
の
公
文
取
扱
関
連
規
程
に
機
密
文
書
に
関
す
る
内
容
が
登
場
す

る
の
は
、
管
見
の
限
り
明
治
四
年
七
月
二
九
日
が
最
初
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
日
に
「
太
政
官
職
制
並
事
務
章
程
」
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
太
政
官

の
公
文
処
理
を
担
当
し
て
き
た
弁
官
に
代
わ
っ
て
、
新
た
に
枢
密
史
官
が
設
置
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
枢
密
史
官
は
「
正
院
ノ
秘
書
記
」
と
位
置
付
け
ら
れ

て
お
り
、
枢
密
大
史
・
権
大
史
は
「
機
密
ノ
文
案
ヲ
勘
シ
、
位
記
・
官
記
ヲ
掌

ル
」
と
、
枢
密
少
史
・
権
少
史
は
「
機
密
ノ
文
案
ヲ
草
シ
、
位
記
・
官
記
ヲ
造
リ

並
ニ
記
録
ヲ
掌
ル
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
（
７
）
、
一
般
文
書
の
接
受
・
記
録
・
伝

達
を
担
当
し
た
史
官
に
対
し
、
枢
密
史
官
が
太
政
官
正
院
の
機
密
文
書
の
起
草
・

記
録
を
担
当
し
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
枢
密
史
官
事
務
章
程
」
中
に
は
、
機
密
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
興

味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
課
中
秘
書
ヲ
蔵
ス
ル
諸
筐
箱
ハ
各
員

之
ヲ
分
持
シ
、
諸
法
案
文
書
等
既
判
・
未
判
ノ
事
務
ヲ
論
セ
ス
堅
ク
之
ヲ
監
守
シ
、

他
見
・
他
聞
ス
ル
ヲ
禁
ス
」
と
い
う
記
述
か
ら
（
８
）
、
当
時
機
密
文
書
を
保
管
す
る
た

め
の
書
箱
類
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
秘
書
ヲ
蔵
ス
ル
諸

筐
箱
」
は
、
後
述
す
る
「
秘
函
」
と
の
関
連
性
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
枢
密
史
官
は
僅
か
に
一
〇
日
ほ
ど
で
廃
止
さ
れ
、
同
年
八
月
一
〇

日
に
制
定
さ
れ
た
「
正
院
官
制
」
で
は
新
た
に
内
外
史
が
設
置
さ
れ
、
機
密
文
書

の
起
草
・
勘
査
と
い
う
枢
密
史
官
の
職
務
は
内
史
に
受
け
継
が
れ
た
。
し
か
し
こ

の
内
外
史
も
明
治
八
年
九
月
二
二
日
に
は
廃
止
さ
れ
、
再
び
史
官
が
設
置
さ
れ
た
。
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そ
れ
か
ら
機
密
文
書
の
取
扱
に
関
す
る
明
文
は
、
太
政
官
・
内
閣
の
公
文
取
扱
関

連
規
程
か
ら
し
ば
ら
く
姿
を
隠
す
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
一
旦
見
え
な
く
な
っ
た
機
密
文
書
取
扱
規
程
が
再
び
姿
を
現
し
た

の
は
、
明
治
一
六
年
五
月
一
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
に
太
政
官
に
は
官
報

編
集
の
た
め
に
文
書
局
が
新
設
さ
れ
、
翌
日
に
は
こ
れ
ま
で
太
政
官
・
内
閣
に
お

け
る
記
録
業
務
を
担
当
し
て
き
た
内
閣
書
記
官
局
記
録
課
が
文
書
局
へ
移
管
さ
れ

た
。と

こ
ろ
で
、
文
書
局
設
置
と
と
も
に
定
め
ら
れ
た
「
文
書
局
処
務
規
程
」
か
ら
、

機
密
文
書
の
取
扱
に
関
す
る
内
容
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
庶

務
課
に
関
す
る
第
六
条
の
末
尾
に
「
庶
務
課
中
ニ
秘
書
掛
ヲ
置
キ
、
秘
密
文
書
ヲ

筆
記
又
ハ
謄
写
シ
及
ヒ
之
ヲ
管
理
セ
シ
ム
」
と
い
う
付
記
が
あ
る
の
で
あ
る
（
９
）
。
同

規
程
と
は
別
に
機
能
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
記
録
課
処
務
規
程
」
に
は
機
密
文

書
に
関
す
る
内
容
は
見
ら
れ
な
い
の
で
（
１０
）
、
こ
の
時
期
に
文
書
局
内
で
機
密
文
書
の

取
扱
を
担
当
し
た
部
署
は
記
録
課
で
は
な
く
、
庶
務
課
秘
書
掛
で
あ
っ
た
と
見
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
推
測
を
裏
付
け
る
の
が
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
「
秘
書
掛
書
類
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
記
録
課
（
部
）
は
明
治
一
二
年
度

か
ら
毎
年
度
の
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
が
、
文
書
局
記
録
課
時
代
に
該
当
す
る

第
六
・
七
回
（
明
治
一
七
・
一
八
年
度
）
報
告
書
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

秘
書
掛
書
類
ノ
事

一
、
本
掛
ハ
内
閣
書
記
官
掌
管
ノ
書
類
中
、
事
機
密
ニ
渉
リ
一
般
公
文
ト
同
シ

ク
本
課
ニ
交
付
セ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
仮
綴
シ
、
其
目
次
ヲ
附
シ
、
書
記
官
ノ
覧
閲
ニ

便
ス
ル
等
ノ
事
ヲ
管
ス
、
本
年
中
整
理
ス
ル
者
少
ナ
カ
ラ
ス
ト
雖
モ
、
固
ヨ
リ

編
成
シ
テ
冊
ヲ
為
ス
ニ
非
ス
、
随
テ
功
程
ノ
録
ス
ヘ
キ
無
シ
（
１１
）
、

こ
の
記
述
か
ら
は
以
下
の
二
点
が
確
認
で
き
る
。
第
一
に
、
当
時
機
密
文
書
は

処
理
が
終
っ
て
も
一
般
文
書
の
編
纂
・
保
存
を
担
当
す
る
記
録
課
へ
は
移
管
さ
れ

ず
、
別
の
部
署
で
あ
る
庶
務
課
秘
書
掛
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第

二
に
、
秘
書
掛
へ
移
管
さ
れ
た
機
密
文
書
は
内
閣
書
記
官
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、

仮
綴
・
目
次
作
成
な
ど
の
作
業
を
経
て
、
一
応
簿
冊
の
形
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
局
（
文
書
の
起
草
〜
処
理
を
担
当
す
る
部
局
）
で
処

理
が
終
っ
た
機
密
文
書
は
、
記
録
部
局
内
の
編
纂
担
当
部
署
で
は
な
く
別
の
部
署

へ
移
管
さ
れ
、
そ
こ
で
基
本
的
な
編
纂
・
保
存
作
業
が
行
わ
れ
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

第
二
節

内
閣
期

明
治
一
八
年
六
月
二
四
日
、
記
録
課
は
太
政
官
文
書
局
か
ら
再
び
内
閣
書
記
官

局
へ
移
管
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
年
一
二
月
に
太
政
官
が
廃
止
さ
れ
、
内
閣
制
度
が

実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
記
録
課
は
一
二
月
二
四
日
に
内
閣
記
録
局
と
し
て
独
立

す
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
太
政
官
期
の
機
密
文
書
取
扱
規
程
に
お
け
る
以
上
の
特
徴
は
、
内

閣
制
度
実
施
以
降
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
明
治
二
三
年
六
月
三
〇

日
に
制
定
さ
れ
た
「
内
閣
所
属
職
員
官
制
」
を
見
る
と
、
第
一
〇
条
に
「
書
記
官

ハ
機
密
文
書
ノ
保
存
、
公
文
ノ
査
閲
・
起
草
・
浄
写
及
受
授
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
掌

ル
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
１２
）
。
ま
た
同
年
八
月
一
八
日
の
「
内
閣
各
局
分
課
内
規
」

で
は
、
内
閣
書
記
官
室
庶
務
課
の
所
掌
事
務
の
一
つ
と
し
て
「
機
密
文
書
ノ
保
存

並
官
印
管
守
ニ
関
ス
ル
事
項
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
１３
）
。
す
な
わ
ち
、
内
閣
書
記
官

の
職
務
の
一
つ
と
し
て
機
密
文
書
の
保
存
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
担
当
し
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た
部
署
が
内
閣
書
記
官
室
庶
務
課
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
当
時
内
閣
の
記
録
業
務
を
担
当
し
て
い
た
内
閣
記
録
局
は
ど
の
よ

う
で
あ
っ
た
の
か
。
内
閣
記
録
局
は
設
置
直
後
の
明
治
一
九
年
一
月
一
八
日
に
上

官
室
・
記
録
課
・
庶
務
掛
な
ど
の
分
科
及
び
科
員
を
定
め
て
お
り
（
１４
）
、
翌
日
に
は

「
記
録
編
纂
仮
規
則
」
が
記
録
局
長
の
決
裁
を
得
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
規
則

の
以
下
の
条
文
に
は
、
内
閣
記
録
局
時
代
の
機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存
に
関
し
て

重
要
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
、
機
密
ニ
関
ス
ル
文
書
ハ
記
録
局
長
之
ヲ
直
管
シ
、
本
局
長
ノ
特
命
ヲ
受
ケ

タ
ル
秘
書
掛
ヲ
シ
テ
之
ヲ
整
理
セ
シ
メ
、
常
ニ
記
録
局
上
官
室
ニ
於
テ
之
ヲ
保

管
ス
、
故
ニ
何
人
タ
リ
ト
雖
モ
記
録
局
上
官
ノ
認
許
ヲ
得
ル
ニ
非
レ
バ
之
ヲ
出

入
納
ス
ル
ヲ
得
ズ
（
１５
）
、

こ
こ
か
ら
は
以
下
の
二
点
が
確
認
で
き
る
。
第
一
に
、
当
時
内
閣
記
録
局
内
で

機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存
を
担
当
し
た
部
署
は
記
録
課
で
は
な
く
、
上
官
室
秘
書

掛
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
月
二
九
日
に
伊
東
巳
代
治
内
閣
総

理
大
臣
秘
書
官
に
提
出
さ
れ
た
「
記
録
局
処
務
規
程
草
按
」
の
第
一
款
（
分
課
組

織
）
第
三
項
が
「
本
局
上
官
室
ニ
秘
書
掛
ヲ
置
キ
、
局
長
ノ
指
命
ス
ル
所
ノ
秘
密

ノ
書
類
事
務
ヲ
掌
ラ
シ
ム
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
第
五
款
（
分
課
章
程
）
に
上

官
室
秘
書
掛
の
所
掌
事
務
と
し
て
「
秘
密
文
書
編
纂
及
保
存
ノ
事
」
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
１６
）
。

そ
し
て
第
二
に
、
内
閣
記
録
局
時
代
の
機
密
文
書
は
記
録
局
長
の
直
接
管
理
下

に
あ
り
、
一
般
文
書
の
よ
う
に
記
録
文
庫
に
保
管
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
記
録
局

上
官
室
に
保
管
さ
れ
、
特
別
な
管
理
を
受
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

同
月
二
五
日
に
定
め
ら
れ
た
「
非
常
心
得
」
に
、
非
常
時
に
お
け
る
持
ち
出
し
の

首
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
一
つ
に
「
上
官
室
箪
笥
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
傍
証
で
き
る
（
１７
）
。

ち
な
み
に
、
明
治
二
五
年
七
月
六
日
に
は
分
課
章
程
及
び
事
務
分
掌
が
改
定
さ

れ
、
新
た
に
「
内
閣
記
録
局
分
科
章
程
」
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
の
上
官
室
秘
書
掛
に
代
わ
っ
て
局
長
附
書
記
が
置
か
れ
た
が
、
依
然
と
し

て
局
長
附
書
記
の
所
掌
事
務
の
中
に
は
「
秘
密
文
書
保
存
・
出
納
」
が
含
ま
れ
て

い
た
（
１８
）
。

一
方
、
内
閣
記
録
局
は
設
置
直
後
の
明
治
一
九
年
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、

太
政
官
期
に
蓄
積
さ
れ
た
文
書
を
分
類
・
整
理
し
て
「
記
録
目
録
」
を
作
成
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
凡
例
の
中
に
は
機
密
文
書
の
保
存
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に

興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。

一
、
凡
機
密
ニ
係
ル
文
書
ハ
鼇
頭
ニ
秘
ノ
字
ヲ
標
シ
、
又
其
書
筐
ニ
秘
字
箋
ヲ

貼
付
シ
テ
之
ヲ
蔵
ス
、
此
標
箋
ア
ル
モ
ノ
ハ
局
長
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ

出
納
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
（
１９
）
、

こ
の
「
秘
字
箋
ヲ
貼
付
」
し
た
「
書
筐
」
が
、
上
官
室
秘
書
掛
が
機
密
文
書
を

保
管
す
る
た
め
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か

で
な
い
。
し
か
し
、
機
密
文
書
は
一
般
文
書
と
は
別
に
保
管
さ
れ
、
記
録
局
長
の

直
接
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
「
記
録
編
纂
仮
規
則
」
の
内
容
と
符
合
す

る
。
ま
た
前
述
し
た
「
秘
書
ヲ
蔵
ス
ル
諸
筐
箱
」
と
と
も
に
、「
秘
函
」
と
の
関

連
性
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
記
述
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
明
治
二
六
年
一
一
月
一
〇
日
に
は
「
内
閣
書
記
官
室
分
課
内
規
」
の
改

定
と
と
も
に
内
閣
記
録
局
は
廃
止
さ
れ
、
内
閣
書
記
官
室
記
録
課
に
な
っ
た
が
、

機
密
文
書
の
取
扱
方
式
は
内
閣
記
録
局
時
代
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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ま
ず
、
内
閣
書
記
官
室
庶
務
課
は
依
然
と
し
て
「
機
密
文
書
ノ
保
存
」
を
そ
の
所

掌
事
務
の
一
つ
と
し
て
い
た
（
２０
）
。
ま
た
翌
年
三
月
二
九
日
に
定
め
ら
れ
た
「
内
閣
書

記
官
室
記
録
課
処
務
細
則
」
に
は
、
庶
務
掛
に
関
す
る
第
九
条
に
「
課
員
ノ
進
退
、

其
他
機
密
ニ
属
ス
ル
文
書
ハ
庶
務
掛
ニ
於
テ
処
理
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（
２１
）
。

こ
の
処
務
細
則
は
明
治
二
九
年
四
月
九
日
に
「
記
録
課
処
務
規
程
」
に
改
定
さ
れ

る
が
、
そ
こ
に
も
「
帝
国
憲
法
・
詔
勅
・
法
律
・
勅
令
・
予
算
ノ
原
本
、
機
密
文

書
及
官
印
ノ
保
管
」
は
庶
務
掛
の
所
掌
事
務
だ
と
明
記
さ
れ
て
い
た
（
第
二
条
（
２２
）
）。

以
上
の
諸
規
程
か
ら
、
太
政
官
・
内
閣
に
お
け
る
機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存
過

程
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
点
が
確
認
で
き
る
。
第
一
に
、
太
政
官
・
内
閣
の
機
密

文
書
は
原
局
（
枢
密
史
官
・
内
閣
書
記
官
室
庶
務
課
）
で
一
旦
保
存
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
後
記
録
部
局
へ
移
管
さ
れ
た
機
密
文
書
は
、
一
般
文
書

の
編
纂
・
保
存
を
担
当
す
る
部
署
（
太
政
官
文
書
局
記
録
課
、
内
閣
記
録
局
記
録

課
、
内
閣
書
記
官
室
記
録
課
編
纂
掛
）
で
は
な
く
、
別
の
部
署
（
太
政
官
文
書
局

庶
務
課
秘
書
掛
、
内
閣
記
録
局
上
官
室
秘
書
掛
・
局
長
附
書
記
、
内
閣
書
記
官
室

記
録
課
庶
務
掛
）
で
保
存
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、「
秘
書
ヲ
蔵

ス
ル
諸
筐
箱
」
や
「
秘
字
箋
を
貼
付
し
た
書
筐
」
の
よ
う
に
、
機
密
文
書
を
保
管

す
る
た
め
の
書
箱
類
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章

「
公
文
別
録
」
の
全
体
像

本
章
で
は
「
公
文
別
録
」
の
目
録
を
整
理
し
、
そ
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と

に
す
る
。
た
だ
、「
公
文
別
録
」
の
各
簿
冊
の
表
題
や
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る

文
書
の
件
名
な
ど
は
、
既
に
「
公
文
別
録
」
移
管
当
時
に
国
立
公
文
書
館
の
作
成

し
た
目
録
や
同
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、
そ
し
て
我
部
政
男
・
広
瀬
順
皓
氏

に
よ
る
目
録
な
ど
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
各
簿
冊
の
形
態
を

中
心
と
し
て
目
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
各
時
代
に
お
け
る
形
態
上
の
特
徴
と

そ
の
変
化
の
様
相
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
「
公
文
別
録
」
の
編
纂
・
保
存
過
程
の

特
徴
を
引
き
出
す
こ
と
に
す
る
。

表
１
は
「
公
文
別
録
」
の
全
体
目
録
で
あ
る
。
各
項
目
の
採
り
方
は
表
の
補
注

を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
そ
の
中
で
目
次
料
紙
、
目
次
印
、
蔵
書
印
か
ら
は
、
そ
の

簿
冊
の
編
纂
・
保
存
年
代
、
編
纂
部
署
、
編
纂
担
当
者
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
簿
冊
表
題
の
記
入
方
法
、
表
紙
色
、
編
綴
方
法
、
寸
法

な
ど
か
ら
は
、
各
時
代
に
お
け
る
簿
冊
の
編
纂
方
式
の
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
方
、
項
目
の
中
の
「
符
号
箋
」
に
関
し
て
は
、
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
符
号
箋
は
「
記
録
書
冊
標
箋
」
と
も
い
い
、
簿
冊
表
紙
の
右
上
に
貼
っ
て
あ

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
前
掲
「
記
録
目
録
凡
例
」
に
よ
る
と
、
内
閣
記
録
局
で
簿

冊
が
編
纂
さ
れ
る
と
直
ち
に
『
増
加
日
簿
』
に
登
録
し
、
翌
年
一
月
に
は
前
年
度

に
登
録
さ
れ
た
簿
冊
を
分
類
し
て
「
記
録
目
録
」
に
登
載
す
る
。
そ
し
て
「
記
録

目
録
」
に
登
載
さ
れ
た
簿
冊
は
「
必
其
表
紙
ニ
類
冊
架
函
ノ
符
号
箋
ヲ
貼
付
ス
」

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
「
類
」
は
「
記
録
目
録
」
一
二
分
類
（
後

に
一
三
分
類
）
に
よ
る
分
類
、「
冊
」
は
部
門
や
省
庁
ご
と
に
一
部
を
な
す
簿
冊

数
、「
架
」
は
簿
冊
の
配
架
位
置
、「
函
」
は
簿
冊
の
収
蔵
さ
れ
て
い
る
函
の
番
号

を
表
す
も
の
で
あ
る
（
２３
）
。
つ
ま
り
、
符
号
箋
は
当
時
記
録
部
局
か
ら
編
纂
さ
れ
た
簿

冊
の
分
類
記
号
及
び
配
架
番
号
に
該
当
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
各
簿
冊
の
符
号
箋
を
見
る
と
、
ま
ず
「
類
」
欄
は
ほ

と
ん
ど
が
「
第
一
類
別
」
と
な
っ
て
お
り
（
一
部
は
「
別
録
類
」）、「
第
一

公

文
」
の
中
の
「
公
文
別
録
」
で
あ
る
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。
次
に
「
冊
」
欄
に
は

時
期
・
出
所
ご
と
に
、
ま
た
は
一
件
ご
と
に
一
部
を
な
す
簿
冊
数
が
書
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
「
架
」
欄
は
ほ
と
ん
ど
が
空
欄
で
あ
る
が
、
ご
く
一
部
の
簿
冊
は
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「
別
録
架
」
と
な
っ
て
お
り
、
当
時
記
録
文
庫
の
中
に
「
公
文
別
録
」
を
配
架
す

る
場
所
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
最
後
に
「
函
」
欄
は
「
一
函
」
か

ら
「
八
函
」
ま
で
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
配
架
番
号
と
そ
の
順
序
が
一
致
す
る

こ
と
か
ら
、「
公
文
別
録
」
配
列
の
原
秩
序
は
今
ま
で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
一
方
、「
函
」
欄
が
「
五
函
」
に
な
っ
て
い
る
簿
冊
が
皆
無
で
あ
る
こ
と

も
目
に
付
く
。

と
こ
ろ
で
、「
公
文
別
録
」
と
い
う
文
書
群
が
最
初
か
ら
現
存
す
る
簿
冊
の
み

で
構
成
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
表
２
は
各
時
代
に
作
成
さ

れ
た
索
引
や
「
記
録
目
録
」
な
ど
か
ら
、
今
は
存
在
し
な
い
簿
冊
の
変
遷
を
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
現
存
「
公
文
別
録
」
に
比
べ
て
か
な
り
多
く
の

簿
冊
が
存
在
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
時
代
に
よ
っ
て
新
た
に
「
公
文
別
録
」
へ
編

入
さ
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら
外
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
、
そ
の

中
に
『
各
国
機
密
公
信
』
や
『
海
軍
大
臣
報
告
』
な
ど
、「
函
」
欄
が
「
五
函
」

に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
は
、
現
存
「
公
文
別
録
」
の
簿
冊
中

に
「
五
函
」
の
も
の
が
皆
無
で
あ
る
理
由
を
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
そ
の
収
録
年
代
と
簿
冊
の
形
態
上
の
特
徴
に
基
づ
き
、

「
公
文
別
録
」
中
の
簿
冊
を
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
さ

ら
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

�
Ａ
グ
ル
ー
プ

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
表
１
の
一
か
ら
一
三
四
ま
で
の
簿
冊
を
含
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
収
録
年
代
の
終
点
は
明
治
一
八
年
で
あ
り
、
同
年
末

の
太
政
官
廃
止
・
内
閣
制
度
実
施
を
契
機
と
し
て
、
太
政
官
期
の
文
書
を
ま
と
め

た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
公
文
別
録
」
全
体
が
、
時
期
・
出
所
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
系
列
と
、
一
件

ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
系
列
の
二
種
類
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
先
行
研

究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
２４
）
。
そ
し
て
あ
る
簿
冊
が
ど
ち
ら
の
系
列
に

属
す
る
か
は
、
そ
の
表
題
を
見
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
編

纂
基
準
に
よ
る
分
類
以
外
に
も
、
そ
の
簿
冊
が
内
閣
記
録
部
局
で
整
理
・
編
纂
さ

れ
た
も
の
か
、
ま
た
は
内
閣
以
前
の
記
録
部
局
や
他
部
局
で
編
纂
さ
れ
、
現
在
も

そ
の
形
を
維
持
し
て
い
る
も
の
か
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
二
系
列
に
分
類
す
る
こ
と

も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
（
仮
に
前
者
を
「
編
集
書
」、
後
者
を
「
単
行
書
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
）。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
分
類
は
簿
冊
の
形
態
に
注
目
し
て
か
ら

こ
そ
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
大
多
数
を
占
め
る
、
編
集
書
系
列
の
簿
冊
の
形

態
上
の
特
徴
を
見
る
と
、「
公
文
録
」
な
ど
の
当
時
の
公
文
書
簿
冊
の
一
般
的
な

特
徴
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
編
綴
方
法
は
四
つ
目
綴
じ
（
明
朝
綴

じ
）
で
、
柿
渋
を
塗
っ
た
茶
表
紙
（
模
様
な
し
）
に
表
題
が
直
接
墨
書
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
目
次
料
紙
は
太
政
官
罫
紙
で
あ
り
、
そ
の
最
初
に
蔵
書
印
と
し
て
「
内

閣
記
録
之
印
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
目
次
の
最
初
の

行
の
下
段
に
「
宮
崎
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
簿
冊
の
大
き
さ
は
一
八
〇
〜
一
九

〇
㎜
×
二
六
〇
〜
二
七
〇
㎜
で
、
現
行
の
Ｂ
５
判
（
一
八
二
㎜
〜
二
五
七
㎜
）
と

ほ
ぼ
対
応
す
る
の
で
、
表
１
で
は
便
宜
上
「
Ｂ
５
判
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
各
簿
冊
の
形
態
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
多
数
の
簿
冊
の
目
次

に
「
宮
崎
」
印
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
編
集
書
系
列
の
特
徴
だ
と
い
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、
単
行
書
系
列
に
属
す
る
簿
冊
の
場
合
、
そ
の
形
態
は
編
集
書
系

列
の
そ
れ
と
は
違
う
の
み
な
ら
ず
、
各
簿
冊
の
形
態
上
に
お
け
る
統
一
性
も
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
地
方
巡
察
使
復
命
書
関
連
簿
冊
（
六
〇
〜
八
五
）
を

見
る
と
、
表
題
に
題
簽
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
、
目
次
料
紙
が
元
老
院
・
太
政

官
・
参
事
院
罫
紙
で
あ
る
も
の
、
編
綴
方
法
が
六
つ
目
綴
じ
（
康
�
綴
じ
）・
五
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つ
目
綴
じ
（
朝
鮮
綴
じ
）
で
あ
る
も
の
、
角
裂
（
灰
色
）
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の

な
ど
、
そ
の
形
態
は
ま
ち
ま
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
す
べ
て
『
明
治

十
六
年

公
文
別
録

地
方
巡
察
使

三
』（
五
九
）
の
別
冊
と
し
て
提
出
さ
れ

た
復
命
書
だ
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

一
方
、『
内
閣
秘
本

処
藩
趣
旨
書

完
』（
九
八
）
及
び
朝
鮮
関
連
簿
冊
（
一

〇
一
〜
一
〇
二
、
一
〇
四
〜
一
一
一
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
青
表
紙
文
書
」
の
一
部

で
あ
り
、
青
色
の
表
紙
（
模
様
あ
り
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
表
題
に
題
簽
が

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
表
紙
右
上
に
「
兌
坤
」「
麟
」
な
ど
の
文
字
と
漢
数
字

が
朱
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
角
裂
（
青
色
）
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
そ
の

形
態
に
お
い
て
独
自
の
統
一
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は

明
治
四
〜
一
二
年
に
内
史
・
太
政
官
書
記
官
の
職
務
遂
行
の
た
め
に
、
そ
の
手
許

で
編
纂
・
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
（
２５
）
。

そ
れ
で
は
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
簿
冊
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
「
公

文
別
録
」
と
し
て
編
纂
・
保
存
さ
れ
た
の
か
。
明
治
二
二
年
度
『
内
閣
記
録
局
日

記
』
に
は
「
公
文
別
録
」
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
内
閣
記
録
局
は
同
年
一
月
八
日
に
「
公
文
別
録
百
三
十
一
冊
二
袋
」
な
ど

の
諸
記
録
類
を
「
内
閣
書
記
官
室
ヨ
リ
受
領
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
２６
）
。
管
見
の

限
り
、「
公
文
別
録
」
と
い
う
名
称
と
、
そ
れ
が
記
録
部
局
へ
移
管
さ
れ
た
経
緯

が
記
録
部
局
側
の
史
料
上
に
現
れ
る
の
は
、
こ
れ
は
初
め
て
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
は
以
下
の
三
点
が
確
認
で
き
る
。
第
一
に
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
属

す
る
簿
冊
は
最
初
か
ら
内
閣
記
録
局
で
編
纂
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
原
局
で
あ
る

内
閣
書
記
官
室
か
ら
内
閣
記
録
局
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
内
閣

記
録
局
へ
移
管
さ
れ
た
時
点
で
、
こ
れ
ら
は
既
に
「
冊
」
と
い
う
、
簿
冊
の
形
を

基
本
的
に
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
は
「
秘
書
掛
書
類
」
な
ど
、

太
政
官
・
内
閣
に
お
け
る
機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存
と
関
連
し
て
前
章
で
確
認
し

た
内
容
と
符
合
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

そ
し
て
第
三
に
、「
百
三
十
一
冊
二
袋
」（
ま
た
は
「
百
三
十
四
冊
二
袋
」）
と

い
う
冊
数
が
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
簿
冊
の
総
数
（
一
三
四
冊
）
と
ほ
ぼ
一
致

す
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
し
か
し
、
移
管
当
時
の
簿
冊
の
形
態
が
そ
の
ま
ま
現
在

ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
移
管
前
の
段
階
で
作
成

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
公
文
別
録
索
引
』
に
は
、『
明
治
十
六
年
ヨ
リ
十
八
年
迄

公
文
別
録

司
法
省
』（
二
八
）
は
明
治
一
六
年
と
一
七
〜
一
八
年
の
二
冊
に
、

『
自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
八
年

公
文
別
録

文
部
省
』（
二
九
）
は
明
治
一
五

〜
一
六
年
と
一
七
〜
一
八
年
の
二
冊
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、『
自
明
治
十
五
年

至
同
廿
五
年

公
文
別
録

宮
内
省
』（
一
一
）
も
、
同
索
引
に
は
収
録
年
代
が

明
治
一
五
〜
一
八
年
と
な
っ
て
い
る
（
２７
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
公
文
別
録
」
は
内

閣
記
録
局
へ
移
管
さ
れ
た
後
、
簿
冊
の
合
本
や
文
書
の
追
加
編
綴
な
ど
を
経
て
公

文
書
の
簿
冊
と
し
て
正
式
に
編
纂
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
編
集
書
系
列
の
簿
冊
が
そ
の
形
態
に
お
い
て
統
一
性
を
帯
び
て
い
る

こ
と
も
こ
れ
で
説
明
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
編
集
書
系
列
の
簿
冊
目
次
で
見
ら
れ
る
「
宮
崎
」
印
は
何
を
意
味

す
る
の
か
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
目
次
に
捺
さ
れ
て
い
る
印
は
、
実
際
に
目
次

を
書
い
た
人
で
は
な
く
、
そ
の
簿
冊
の
編
纂
担
当
者
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
（
２８
）
。
そ

し
て
こ
の
「
宮
崎
」
が
宮
崎
幸
麿
で
あ
る
の
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
当
時
宮
崎
は

内
閣
記
録
局
記
録
課
員
で
あ
り
、「
公
文
類
聚
」
の
編
纂
・
訂
正
・
増
補
、『
法
規

分
類
大
全
』
の
編
纂
、
庶
務
掛
往
復
科
な
ど
、
様
々
な
業
務
に
従
事
し
て
い
た
（
２９
）
。

と
こ
ろ
で
、「
公
文
別
録
」
の
移
管
・
編
纂
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

当
時
彼
が
上
官
室
秘
書
掛
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
上
官
室

秘
書
掛
は
機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存
を
そ
の
所
掌
事
務
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
宮
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崎
が
上
官
室
秘
書
掛
と
記
録
課
員
と
の
ど
ち
ら
の
資
格
で
編
纂
に
係
わ
っ
た
の
か

は
、
今
の
と
こ
ろ
即
答
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
公
文
別
録
」
の
整

理
・
編
纂
に
深
く
係
わ
っ
た
人
物
が
、
内
閣
記
録
局
内
の
機
密
文
書
の
取
扱
を
担

当
し
て
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
編
纂
・
保
存
過
程
に
お
け
る
特
徴
を
ま
と

め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
簿
冊
は
内
閣
制

度
実
施
以
前
の
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
青
表
紙
文
書
」
の

外
に
、「
秘
書
掛
書
類
」
な
ど
の
機
密
文
書
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
に
、
内
閣
書
記
官
室
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
、
明
治
二
二
年

に
内
閣
記
録
局
へ
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
整
理
・
編
纂
作
業
を
経
て
現

在
の
形
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
そ
の
編
纂
作
業
に
係
わ
っ
た
宮
崎
幸

麿
は
、
内
閣
記
録
局
の
記
録
課
員
で
あ
る
と
同
時
に
、
機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存

を
担
当
し
て
い
た
上
官
室
秘
書
掛
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、

太
政
官
・
内
閣
の
機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存
規
程
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
機

密
文
書
群
と
し
て
の
「
公
文
別
録
」
の
性
格
を
窺
わ
せ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

�
Ｂ
グ
ル
ー
プ

次
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
一
三
五
か
ら
一
七
八
―
二
ま
で
の
簿
冊
が
含
ま
れ

る
と
い
え
る
。
そ
の
収
録
年
代
は
明
治
一
九
年
か
ら
大
正
一
〇
年
頃
ま
で
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
各
簿
冊
の
形
態
上
の
特
徴
を
見
る
と
、
ま
ず
編
集
書
系
列
の
場
合

は
茶
表
紙
・
四
つ
目
綴
じ
・
Ｂ
５
判
な
ど
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
共
通
す

る
が
、
表
題
に
題
簽
（
二
重
の
枠
あ
り
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
目
次
料
紙
が
内

閣
記
録
課
罫
紙
で
あ
る
こ
と
で
異
な
る
。

一
方
、『
大
津
事
件
』
及
び
『
臨
時
制
度
整
理
局
書
類
』（
一
四
二
〜
一
六
三
）

の
よ
う
な
単
行
書
系
列
の
場
合
は
、
編
綴
方
法
は
大
和
綴
じ
で
、
白
表
紙
に
標
題

が
直
接
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
寸
法
も
こ
れ
ま
で
の
簿
冊
に
比
べ
る
と
や
や
大
き
め

で
あ
る
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
簿
冊
に
は
目
次
が
な
く
、
蔵
書
印
も
表
紙
右
上
に
捺

さ
れ
て
い
る
な
ど
、
編
集
書
系
列
と
の
形
態
上
に
お
け
る
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
時
期
・
出
所
別
―
編
集
書
系
列
に
属
す
る
簿
冊
の
場
合
、
そ
の
目

次
末
尾
に
「
筧
」
印
が
多
数
発
見
さ
れ
る
の
が
目
に
付
く
。
こ
の
「
筧
」
は
、
当

時
内
閣
書
記
官
室
記
録
課
編
纂
掛
で
謄
写
業
務
に
従
事
し
て
い
た
筧
登
久
太
郎
だ

と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
（
３０
）
。「
謄
写
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

「
公
文
別
録
」
の
編
纂
作
業
に
お
い
て
筧
の
占
め
た
位
置
は
、
前
述
し
た
宮
崎
の

そ
れ
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
各
簿
冊
の
収
録
年
代
の
終

点
が
明
治
二
〇
年
代
か
ら
大
正
〇
年
代
ま
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
編
纂
作
業
に
「
筧
」
と
い
う
同
一
人
物
が
係
わ
っ
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
す

る
の
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
内
閣
制
度
実
施
後
の
明
治
一
九
年
か
ら
記
録
部
局

内
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
文
書
は
、
そ
の
都
度
編
纂
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
大
正
一

〇
年
を
前
後
し
て
一
括
し
て
「
公
文
別
録
」
と
し
て
整
理
・
編
纂
さ
れ
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
一
件
別
―
編
集
書
系
列
に
属
す
る
一
六
四
、
一
七
六
〜
一
七
八
―
二
は
、

こ
れ
ま
で
の
簿
冊
で
は
見
ら
れ
な
い
形
態
上
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
ま
ず
符
号

箋
を
見
る
と
、「
架
」
欄
が
「
別
録
架
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

「
冊
」
欄
の
「
冊
」
字
が
抹
消
さ
れ
、「
一
袋
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に
付
く
。

す
な
わ
ち
、
記
録
部
局
へ
移
管
さ
れ
、「
記
録
目
録
」
に
登
載
さ
れ
た
時
点
で
は
、

こ
れ
ら
は
未
だ
簿
冊
で
は
な
く
、
袋
一
括
の
形
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
一
袋
」
と
い
う
形
は
少
な
く
と
も
昭
和
一
八
年
頃
ま
で
は
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
、

当
時
作
成
さ
れ
た
「
記
録
目
録
」
の
一
部
の
『
第
一

公
文
別
録
』
か
ら
確
認
さ

れ
る
（
３１
）
。

ま
た
、
後
表
紙
の
見
返
し
の
右
下
に
「
大
杉
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
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目
さ
れ
る
。
そ
の
捺
印
位
置
か
ら
製
本
作
業
に
係
わ
っ
た
人
物
だ
と
見
ら
れ
る

「
大
杉
」
は
、
実
際
に
昭
和
八
年
か
ら
内
閣
官
房
記
録
課
公
文
編
纂
掛
の
製
本
職

と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
３２
）
。
以
上
の
特
徴
と
、
目
次
料
紙
と
し
て

終
戦
後
設
置
さ
れ
た
総
理
府
の
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
こ
れ
ら
は
終
戦
直
前
に
簿
冊
と
し
て
編
纂
さ
れ
、
終
戦
後
に
目
次
が
添
付

さ
れ
た
か
、
ま
た
は
終
戦
後
に
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
（
た
だ
、
一
七
八
―

二
は
現
在
も
袋
一
括
の
ま
ま
）。

な
お
、
こ
れ
ら
の
簿
冊
か
ら
は
、
記
録
部
局
に
お
け
る
「
公
文
別
録
」
の
保
存

と
関
連
し
て
、
重
要
な
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
七

は
表
紙
の
付
箋
に
、
一
七
八
―
二
―
八
・
九
は
封
筒
表
に
、
そ
れ
ぞ
れ
大
正
一
〇

年
六
月
と
八
年
六
月
に
受
領
し
、「
秘
函
」
に
入
れ
て
保
存
し
た
と
書
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
六
四
と
一
七
八
―
二
の
表
紙
に
も
「
秘
函
入
」
と
い
う
表

記
が
見
ら
れ
る
。
符
号
箋
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
最
終
的
に
は
編
纂
さ
れ

「
八
函
」
に
収
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
袋
一
括
の
形
で
「
秘

函
」
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
各
簿
冊
の
収
録
年
代
と
は
関
係
な
く
、
あ
る
時
点
に
一
括
し
て

整
理
・
編
纂
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
、「
一
袋
」
と
い
う
形
で
長
期
間
保
存
さ
れ
、

終
戦
を
前
後
す
る
時
点
で
よ
う
や
く
簿
冊
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
保
存

に
「
秘
函
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
な
ど
も
、「
公
文
別
録
」
の
持
つ
特
徴
だ
と
い

え
よ
う
。

�
Ｃ
グ
ル
ー
プ

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
一
七
九
か
ら
二
一
五
ま
で
の
簿
冊
を
含
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、
そ
の
収
録
年
代
は
明
治
〇
年
代
へ
と
大
き

く
遡
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
は
そ
の
性
格

を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
衆
規
淵
鑑
』（
一
七
九
〜
二
〇

六
）
と
『
公
文
類
纂
』（
二
〇
七
〜
二
一
四
）
と
い
う
、
明
治
初
期
の
陸
・
海
軍

省
公
文
書
を
抄
録
・
編
綴
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
『
衆
規
淵
鑑
』
は
明
治

元
年
か
ら
八
年
ま
で
の
陸
軍
一
切
の
成
規
を
、
同
六
年
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
陸

軍
省
で
分
類
・
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
（
３３
）
。
ま
た
『
公
文
類
纂
』
は
明
治
九
年
か
ら

一
五
年
ま
で
海
軍
省
で
編
纂
さ
れ
た
公
文
書
で
、
海
軍
の
達
や
例
規
に
属
す
る
も

の
を
編
綴
し
た
も
の
で
あ
る
（
３４
）
。
こ
の
よ
う
に
、
内
閣
で
生
産
さ
れ
た
公
文
の
原
本

を
編
綴
し
た
原
議
綴
で
は
な
く
、
他
省
の
公
文
書
を
抄
録
し
た
編
纂
物
で
あ
る
こ

と
は
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
は
区
別
さ
れ
る
特
徴
だ
と
い
え
る
（
ち
な
み
に
、
二
一

五
も
明
治
二
〇
年
に
岩
倉
家
書
類
か
ら
抄
録
し
た
も
の
）。

そ
れ
で
は
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
簿
冊
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
編
纂
さ
れ
、

「
公
文
別
録
」
の
一
部
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
手
掛
か
り
は
内
閣
記
録
局
の
報
告

書
か
ら
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
同
局
の
第
三
回
（
明
治
二
一
年

度
）
報
告
書
に
よ
る
と
、『
公
文
類
聚
』（
実
際
は
『
太
政
類
典
』）
第
一
編
（
慶

応
三
〜
明
治
四
年
）
及
び
第
二
編
（
明
治
四
〜
一
〇
年
）
を
訂
正
・
増
補
す
る
中

で
、
そ
の
「
材
料
ニ
供
ス
ル
ガ
為
メ
、
陸
軍
省
編
纂
衆
規
淵
鑑
・
海
軍
省
編
纂
公

マ
マ

文
類
聚
等
ニ
就
キ
テ
抄
出
シ
、
姑
ク
輯
メ
テ
仮
ニ
巻
冊
ヲ
為
」
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
（
３５
）
。
こ
う
し
て
抄
録
さ
れ
た
文
書
の
中
で
、『
太
政
類
典
』
へ
編
入
さ
れ
ず
残

さ
れ
た
も
の
が
後
に
編
纂
さ
れ
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
簿
冊
に
な
っ
た
可
能
性
が
高

い
（
３６
）
。一

方
、
内
閣
記
録
局
の
第
三
〜
五
回
（
明
治
二
一
〜
二
三
年
度
）
報
告
書
を
見

る
と
、
当
時
『
太
政
類
典
』
第
一
・
二
編
の
訂
正
・
増
補
の
た
め
に
抄
録
さ
れ
た

史
料
に
は
、『
衆
規
淵
鑑
』
と
『
公
文
類
纂
』
の
外
に
も
『
土
木
局
沿
革
史
料
』

『
各
国
公
使
館
関
係
書
類
』『
東
京
居
留
地
調
』
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
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で
、
後
者
の
三
点
は
現
在
国
立
公
文
書
館
で
「
単
行
書
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
前
者
の
二
点
は
「
公
文
別
録
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
今

の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
が
、
あ
る
い
は
陸
海
軍
関
連
史
料
で
あ
る
か
ら
そ
う

な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
簿
冊
に
も
「
大
杉
」
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
目
次
料
紙
と
し

て
総
理
府
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
簿
冊
も
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、『
第
一

公

文
別
録
』
に
登
載
さ
れ
た
時
点
で
は
既
に
簿
冊
の
形
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
衆
規
淵
鑑
』
及
び
『
公
文
類
纂
』
か
ら
抄
録
さ
れ
た
文

書
の
中
で
、『
太
政
類
典
』
第
一
・
二
編
へ
編
入
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
そ
の

ま
ま
仮
綴
の
形
で
残
さ
れ
た
後
、
昭
和
八
年
か
ら
一
八
年
の
間
に
よ
う
や
く
簿
冊

と
し
て
編
纂
さ
れ
、「
公
文
別
録
」
に
分
類
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
こ
う
し
た
特
徴
は
、
機
密
文
書
群
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
性
格
と

は
や
や
距
離
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
広
瀬
順
皓
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、

「
公
文
別
録
」
所
収
文
書
の
性
格
の
多
様
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
仮
綴
さ
れ
た
ま
ま
記
録
部
局
内
で
保
存
さ
れ
、
簿
冊
と
し
て
編
纂
さ
れ
る

ま
で
長
期
間
を
要
し
た
こ
と
は
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
簿
冊
と
共
通
す
る
特
徴
だ
と
も

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

�
Ｄ
グ
ル
ー
プ

最
後
に
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
二
一
六
か
ら
二
六
七
ま
で
の
簿
冊
を
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
収
録
年
代
は
大
正
一
〇
年
代
か
ら
昭
和
二
二
年
ま
で
で
、
戦

時
期
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
は
企
画
院
・
総
動
員
計

画
・
物
資
動
員
計
画
関
連
簿
冊
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

Ｄ
グ
ル
ー
プ
の
簿
冊
の
形
態
上
に
お
け
る
最
も
著
し
い
特
徴
は
、
複
写
本
（
ゼ

ロ
ッ
ク
ス
版
）
簿
冊
の
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
本
で
存
在
す
る
簿
冊
の
場

合
、
そ
の
形
態
は
茶
表
紙
・
四
つ
目
綴
じ
・
Ｂ
５
判
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
編
集
書

系
列
の
簿
冊
と
変
わ
ら
な
い
（
但
し
、
二
六
五
・
二
六
六
は
横
綴
じ
・
Ａ
３
判
で

例
外
）。
と
こ
ろ
が
、
複
写
本
で
残
さ
れ
て
い
る
簿
冊
（
二
三
二
〜
二
三
三
、
二

三
五
、
二
四
四
〜
二
四
五
、
二
五
〇
〜
二
五
一
、
二
五
四
〜
二
五
七
）
の
場
合
、

編
綴
方
法
は
五
つ
目
綴
じ
で
あ
り
、
寸
法
も
Ａ
４
判
で
あ
る
。
ま
た
、
も
と
も
と

一
冊
で
あ
っ
た
も
の
が
、
装
訂
上
の
問
題
の
た
め
か
、
複
写
本
で
は
二
冊
に
分

割
・
装
訂
さ
れ
、
丸
帙
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
複
写
本
さ
え
残
っ
て
お
ら

ず
、
欠
本
と
な
っ
て
い
る
簿
冊
（
二
四
二
〜
二
四
三
、
二
四
六
、
二
四
九
、
二
五

二
、
二
六
〇
）
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
複
写
本
と
欠
本
が
存
在
す
る
理
由
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
簿
冊
が

終
戦
後
の
昭
和
二
二
年
に
国
際
検
察
局
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
の
接
収
対
象
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
当
時
接
収
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
内
閣
・
総
動
員
計
画
・
物
資
動
員
計

画
関
連
で
、
日
中
戦
争
勃
発
後
の
昭
和
一
二
年
以
降
を
収
録
年
代
と
す
る
簿
冊
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、
原
本
の
ま
ま
返
還
さ
れ
た
も
の
も
あ

る
が
、
昭
和
二
五
年
に
ほ
ぼ
原
寸
サ
イ
ズ
の
写
真
版
で
返
還
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、

そ
れ
を
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
版
に
し
た
も
の
が
複
写
本
で
あ
る
。
そ
し
て
未
だ
返
還
さ
れ

て
い
な
い
も
の
が
欠
本
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
（
３７
）
。

一
方
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
も
う
一
つ
の
形
態
上
の
特
徴
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
簿

冊
に
符
号
箋
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
当
時
内
閣
公
文
書

は
編
纂
↓
『
増
加
日
簿
』
に
登
録
↓
符
号
箋
貼
付
↓
記
録
文
庫
へ
保
管
↓
翌
年
一

月
に
「
記
録
目
録
」
に
登
載
と
い
う
流
れ
で
編
纂
・
保
存
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、

符
号
箋
が
貼
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
簿
冊
と
し
て
編
纂
さ
れ
な

か
っ
た
か
、
ま
た
は
後
に
「
記
録
目
録
」
が
作
成
さ
れ
る
際
、
記
録
文
庫
で
は
な

く
別
の
場
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
推
測
を
裏
付
け
る
の
が
、
当
時
作
成
さ
れ
た
目
録
・
索
引
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類
で
あ
る
。
例
え
ば
、
親
任
官
任
免
書
類
（
二
一
九
〜
二
三
〇
）
は
従
来
「
事
機

密
ニ
属
ス
ル
為
」
記
録
課
に
は
引
き
継
が
れ
ず
、
内
閣
官
房
総
務
課
に
保
管
さ
れ

て
き
た
が
、
昭
和
八
年
二
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
同
七
年
ま
で
の
六
冊
（
二
一

九
〜
二
二
四
）
が
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
た
（
３８
）
。
記
録
課
が
こ
れ
ら
の
簿
冊
を
「
九

函
」
に
保
管
し
た
の
は
、
当
時
作
成
さ
れ
た
『
公
文
増
加
記
入
扣
簿
』
の
「
公
文

別
録
」
項
目
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
３９
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
引
継
に
関
す
る
書
類
の

欄
外
を
見
る
と
、「
公
文
別
録
第
九
函
ニ
収
ム
」
と
い
う
書
込
み
は
後
に
抹
消
さ

れ
、
そ
の
横
に
「
金
庫
内
ニ
収
ム
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
（
４０
）
。
実
際
、

昭
和
一
八
年
頃
の
『
第
一

公
文
別
録
』
に
は
、『
親
任
官
任
免
』
は
「
函
」
欄

が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
目
録
に
は
『
特
別
保
存
綴
』
と
い
う
も
の
が
二
綴
記
載
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
索
引
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
見
る
と
、
そ
れ
は
Ｄ
グ
ル
ー
プ
の

時
期
―
出
所
別
系
列
文
書
と
総
動
員
計
画
・
物
資
動
員
計
画
関
連
文
書
を
仮
綴
し

た
も
の
で
あ
り
、
記
録
文
庫
で
は
な
く
「
金
庫
」
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
（
４１
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
簿
冊
は
、
一
旦
編
纂
さ
れ
て
『
増
加

日
簿
』
に
登
録
さ
れ
、
記
録
文
庫
内
の
保
管
位
置
ま
で
決
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
後
に
「
記
録
目
録
」
が
作
成
さ
れ
る
時
点
で
は
そ
こ
か
ら
外
さ
れ
た
か
、

そ
も
そ
も
編
纂
さ
れ
ず
、
仮
綴
の
ま
ま
別
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ

る
。な

お
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
簿
冊
に
「
大
杉
」
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
（
僅
か
に
「
西

川
」「
坂
田
」
印
が
存
在
）、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
簿
冊
の
編
纂
時
期
が
昭
和
八
年
以

降
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
目
次
料
紙
、
蔵
書
印
の
有
無
、
接

収
・
返
還
経
緯
、
そ
し
て
複
写
本
簿
冊
所
収
文
書
の
綴
じ
穴
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
昭
和
八
年
〜
終
戦
前
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
（
内
閣
官
房
記
録
課

罫
紙
・
蔵
書
印
あ
り
）
と
、
仮
綴
の
ま
ま
終
戦
を
迎
え
、
戦
後
に
編
纂
さ
れ
た
も

の
（
総
理
府
罫
紙
な
ど
・
蔵
書
印
な
し
）
か
ら
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
も
に
戦
後

接
収
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
公
文
別
録
」
に
属
す
る
簿
冊
は
そ
の
発
生
経
緯
や
性
格
な

ど
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
文
書
群
と
し
て
の
性
格
を
一
言
で
定
義
す
る
の
は
や
や

難
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
編
纂
・
保
存
過
程
に
注
目
す
る
場
合
、
以
下
の
よ
う
な

特
徴
が
発
見
で
き
る
。

第
一
に
、「
公
文
別
録
」
の
簿
冊
は
そ
の
都
度
編
纂
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ

る
時
点
（
明
治
二
二
年
、
大
正
一
〇
年
頃
、
終
戦
後
な
ど
）
に
原
局
か
ら
記
録
部

局
へ
移
管
さ
れ
た
り
、
記
録
部
局
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
文
書
が
ま
と
め
ら
れ
て

編
纂
さ
れ
た
り
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
た
め
、
各
簿
冊
の
収
録

年
代
と
編
纂
時
期
と
の
間
に
大
き
な
ズ
レ
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三

に
、「
公
文
別
録
」
に
編
綴
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
文
書
は
、
簿
冊
と
し
て
編
纂

さ
れ
る
ま
で
、
記
録
部
局
内
の
「
秘
函
」
や
「
金
庫
」
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
と
、
前
章
で
検
討
し
た
太
政
官
・
内
閣
の
機
密

文
書
取
扱
規
程
の
内
容
、
そ
し
て
上
官
室
秘
書
掛
と
し
て
の
宮
崎
の
存
在
な
ど
を

合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
機
密
文
書
群
と
し
て
の
「
公
文
別
録
」
の
性
格
が
よ
り
明

ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章

「
公
文
別
録
」
編
纂
・
保
存
の
一
例

―
『
自
明
治
十
九
年
至
大
正
元
年

公
文
別
録

陸
軍
省
』

本
章
で
は
、「
公
文
別
録
」
中
の
一
簿
冊
を
実
例
と
し
て
挙
げ
、
そ
の
編
纂
・

保
存
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
公
文
別
録
」
は
そ
の
発
生

経
緯
や
性
格
が
ま
ち
ま
ち
な
簿
冊
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
例
が
す
べ
て
を
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代
表
す
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
「
公
文
別
録
」

の
編
纂
・
保
存
の
実
態
を
把
握
し
、
そ
れ
を
太
政
官
・
内
閣
の
機
密
文
書
取
扱
規

程
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
公
文
別
録
」
の
文
書
群
と
し
て
の
性
格
を
よ

り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、『
自
明
治
十
九
年
至
大
正
元
年

公
文
別
録

陸
軍
省
』（
別
／
一
七
〇
、
以
下
『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
と
略
称
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
時
期
・
出
所
別
―
編
集
書
系
列
に
属
す
る
簿
冊
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
現
在
の
簿
冊
の
収
録
年
代
は
大
正
七
年
ま
で
で
あ
る
が
、
簿
冊
表
題

は
「
至
大
正
元
年
」
と
な
っ
て
お
り
、
目
次
の
筆
跡
も
大
正
元
年
ま
で
と
そ
れ
以

降
が
明
ら
か
に
違
う
の
で
、
大
正
二
年
以
降
の
文
書
が
後
に
編
入
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

本
格
的
な
議
論
に
入
る
前
に
、
こ
こ
で
利
用
す
る
補
助
史
料
に
つ
い
て
簡
単
に

説
明
し
て
お
く
。『
件
名
録
』
と
『
件
名
簿
』
は
「
記
録
目
録
」
一
三
分
類
で
は

と
も
に
「
第
九

件
名
簿
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。『
件
名
録
』
は
内
閣
書
記

官
室
や
内
閣
官
房
な
ど
の
原
局
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
内
閣
各
部
局

及
び
省
庁
か
ら
接
受
さ
れ
た
公
文
の
件
名
と
番
号
、
そ
れ
が
他
部
局
・
省
庁
へ
の

照
会
・
回
答
、
上
奏
・
決
裁
な
ど
の
過
程
を
経
て
、
記
録
部
局
へ
移
管
さ
れ
る
ま

で
の
日
付
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
件
名
簿
』
は
内
閣
書
記
官
室
記

録
課
な
ど
の
記
録
部
局
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
原
局
か
ら
受
領
し
た

公
文
の
件
名
と
受
領
日
・
受
領
者
、
編
纂
担
当
部
署
へ
の
送
付
日
・
編
纂
主
任
・

編
入
書
名
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
史
料
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
文
書
が
原
局
で
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
、
記
録
部
局
で
編

纂
・
保
存
作
業
を
経
て
、
最
終
的
に
「
公
文
別
録
」
の
簿
冊
内
に
辿
り
着
い
た
の

か
を
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
両
者
に
は
「
甲
号
」（
ま
た
は
「
請
旨
」）
と
「
乙
号
」（
ま

た
は
「
上
申
」）
の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
は
原
局
が
公
文
を
接
受
し
た
際
、
そ

れ
が
内
閣
の
決
裁
を
仰
ぐ
も
の
か
、
ま
た
は
単
に
報
告
す
る
に
止
ま
る
も
の
か
を

判
断
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
甲
」
と
「
乙
」
に
分
類
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

原
局
は
接
受
し
た
公
文
に
対
し
て
番
号
を
付
与
し
、
そ
れ
を
公
文
の
欄
外
右
上
か

左
上
に
朱
書
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
陸
軍
省
上
申
文
書
の
場
合
は

「
陸
甲
（
乙
）
〇
〇
〇
」
と
い
う
形
に
な
る
が
、
こ
の
「
陸
」
は
上
申
出
所
名
、

「
甲
（
乙
）」
は
上
申
文
書
の
性
格
に
よ
る
分
類
、
そ
し
て
〇
〇
〇
は
そ
の
年
中
の

接
受
順
に
よ
る
通
し
番
号
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
補
助
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
『
増
加
日
簿
』
で
あ

る
。
明
治
二
一
年
一
月
に
定
め
ら
れ
た
「
記
録
増
加
日
簿
凡
例
」
に
よ
る
と
、
内

閣
記
録
局
で
編
纂
さ
れ
た
記
録
や
、
他
省
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
図
書
な
ど
、
記
録

文
庫
に
収
蔵
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
「
必
ス
其
書
名
・
冊
数
及
収
蔵
ノ
年
月
日

ヲ
此
簿
冊
ニ
登
記
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
４２
）
。
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
『
増
加
日

簿
』
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
後
に
「
記
録
目
録
」
に
登
載
さ
れ
る
際
の
記
録
分
類

や
保
管
位
置
の
変
更
、
そ
し
て
「
秘
函
」
な
ど
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、

当
時
の
記
録
部
局
に
お
け
る
編
纂
・
保
存
業
務
の
実
態
を
窺
わ
せ
る
貴
重
な
史
料

だ
と
評
価
で
き
る
。

第
一
節

上
申
か
ら
記
録
部
局
へ
の
移
管
ま
で

こ
こ
で
は
『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
所
収
文
書
が
、
陸
軍
省
か
ら
内
閣
へ
上
申

さ
れ
て
か
ら
、
処
理
を
終
え
て
記
録
部
局
へ
移
管
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
検
討
す

る
。
表
３
は
『
件
名
録
』
及
び
『
件
名
簿
』
を
参
照
し
な
が
ら
、『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
所
収
文
書
の
処
理
過
程
を
上
申
（
陸
軍
省
）
↓
処
理
（
内
閣
書
記
官

室
）
↓
編
纂
・
保
存
（
記
録
課
）
の
段
階
別
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

表
４
で
は
比
較
対
象
と
し
て
、
大
正
七
年
度
『
公
文
類
聚
』
所
収
の
陸
軍
関
連
文
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書
を
提
示
し
た
。

ま
ず
最
初
に
目
に
付
く
の
は
、『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
所
収
文
書
の
ほ
と
ん

ど
が
機
密
文
書
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陸
軍
省
上
申
文
書
の
欄
外
右

上
に
「
極
秘
」
や
「
秘
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
文
書
番
号
の
中
に

「
密
発
」
や
「
陸
密
」
な
ど
、「
密
」
の
字
が
入
っ
て
い
る
も
の
が
（
４３
）
、
全
体
五
八
件

（
枝
番
号
の
も
の
を
含
む
）
の
中
に
四
三
件
（
七
四
・
一
％
）
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
閣
議
書
や
内
閣
書
記
官
供
覧
書
な
ど
に
「
秘
」
印
の
あ
る
も
の
を
加
え
る

と
、
そ
の
数
は
四
七
件
（
八
一
・
〇
％
）
へ
と
増
え
る
。
そ
れ
に
対
し
『
公
文
類

聚
』
の
場
合
、
機
密
文
書
と
見
ら
れ
る
も
の
は
総
計
一
八
件
の
中
に
四
件
（
二

二
・
二
％
）
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
も
、「
公
文
別
録
」
に
は
当
時
機
密
文
書

と
見
做
さ
れ
た
も
の
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
『
件
名
録
』
の
「
記
録
」
欄
で
あ
る
。『
公
文
類
聚
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
の
場
合
、
こ
こ
に
は
処
理
済
み
の
文
書
を
原
局
か
ら
受

領
し
た
記
録
部
局
の
人
の
印
が
捺
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
公

文
別
録

陸
軍
省
』
の
大
正
三
年
八
月
ま
で
の
文
書
（
一
〜
三
二
）
の
場
合
は
、

「
記
録
」
欄
は
空
欄
で
あ
り
、
そ
の
横
に
「
秘
入
」
ま
た
は
「
当
分
秘
入
」
と
書

か
れ
た
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
も
「
秘
入
」
と

な
っ
て
い
る
文
書
は
、『
件
名
簿
』
に
そ
の
受
領
日
や
受
領
者
は
記
載
さ
れ
て
お

ら
ず
、
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
（
但
し
、
二
九
〜
三
二
は
例
外
）。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
文
書
は
原
局
で
処
理
が
終
わ
っ
て
も
直
ち
に
は
記
録
部
局
へ
移
管
さ
れ

ず
、
そ
の
ま
ま
原
局
に
残
さ
れ
、「
秘
函
」
に
「
当
分
」
保
管
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
（
４４
）
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
秘
函
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
太
政

官
・
内
閣
の
機
密
文
書
取
扱
規
程
か
ら
は
「
秘
書
ヲ
蔵
ス
ル
諸
筐
箱
」
や
「
秘
字

箋
を
貼
付
し
た
書
筐
」
な
ど
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
像
は
今
の
と

こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、『
公
文
別
録

未
決
並
廃
案
書
類
』（
別
／
一
三
五

〜
一
三
七
）
の
場
合
、『
件
名
録
』
の
「
記
録
」
欄
が
「
秘
函
」
と
と
も
に
「
書

記
官
書
棚
（
ま
た
は
戸
棚
）」
と
な
っ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
現
在

国
立
公
文
書
館
で
「
諸
雑
公
文
書
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
『
自
大
正
三
年
至
大
正

十
五
年

未
済
書
類
（
閣
議
関
係
）（
四
）』（
雑
／
三
二
六
一
）
所
収
文
書
の
中

に
、『
件
名
録
』
に
は
「
当
分
秘
入
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
文
の
付
箋

に
は
「
書
記
官
室
戸
棚
に
納
置
相
成
度
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
当
時

内
閣
書
記
官
室
庶
務
課
が
機
密
文
書
の
保
存
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
あ
る
い
は
「
秘
函
」
と
は
内
閣
書
記
官
室
の
戸
棚
（
書
棚
）
で
あ
っ
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
４５
）
。

一
方
、『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
の
大
正
三
年
九
月
以
降
の
文
書
（
三
三
〜
五

四
）
は
、『
件
名
録
』
の
「
記
録
」
欄
に
受
領
者
の
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、『
件
名

簿
』
に
も
受
領
日
や
編
入
書
名
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
形
式
上
で
は

『
公
文
類
聚
』
所
収
文
書
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
両
者
の
間
に
は
、
記
録
部
局

へ
の
移
管
過
程
に
大
き
な
違
い
が
存
在
す
る
。

第
一
に
、
移
管
に
要
し
た
期
間
の
問
題
で
あ
る
。『
公
文
類
聚
』
所
収
文
書
の

場
合
、
決
裁
日
か
ら
記
録
課
の
受
領
日
ま
で
一
ヵ
月
を
超
え
な
い
の
が
普
通
で
あ

り
、
一
〇
日
以
内
に
移
管
さ
れ
た
例
も
多
い
。
し
か
し
、『
公
文
別
録

陸
軍

省
』
所
収
の
ほ
と
ん
ど
の
文
書
は
、
決
裁
さ
れ
て
か
ら
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
る
ま

で
数
ヵ
月
か
ら
数
年
が
経
過
し
て
お
り
、
最
長
七
年
以
上
か
か
っ
た
例
も
あ
る
。

第
二
に
、
移
管
方
式
の
問
題
で
あ
る
。『
公
文
類
聚
』
所
収
文
書
は
、
決
裁
さ

れ
る
と
そ
の
都
度
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
日
に
ま
と
め
ら
れ
て
移
管

さ
れ
た
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
所
収
文

書
は
、
大
正
六
年
四
月
二
六
・
二
七
日
、
七
年
一
〇
月
二
八
日
、
一
〇
年
一
〇
月

七
日
な
ど
、
特
定
日
に
一
括
し
て
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
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そ
れ
で
は
、「
秘
函
」
に
入
れ
ら
れ
た
一
か
ら
三
二
ま
で
の
文
書
は
、
い
つ
記

録
課
へ
移
管
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
の
が
、
各
文
書
の
欄
外

右
下
に
あ
る
「
下
条
」
印
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
四
月
に
内
閣
書
記
官
室
記
録
課

で
定
め
ら
れ
た
「
公
文
編
纂
例
則
」
の
第
一
〇
条
に
は
、「
公
文
ノ
原
議
又
ハ
原

書
ヲ
接
受
セ
シ
ト
キ
ハ
課
長
ノ
閲
覧
ニ
供
ス
ヘ
シ
」
と
な
っ
て
お
り
（
４６
）
、「
下
条
」

印
は
そ
の
時
捺
さ
れ
た
記
録
課
長
の
印
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
下
条
」、

す
な
わ
ち
下
条
康
麿
が
記
録
課
長
で
あ
っ
た
時
期
は
大
正
五
年
四
月
か
ら
九
年
五

月
ま
で
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
同
期
間
中
に
「
秘
函
」
か
ら
記
録
課
へ

移
管
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
移
管
さ
れ
る
ま
で

最
短
四
年
か
ら
最
長
三
四
年
も
か
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
前
述
の
第
一
の
特
徴
を

共
有
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
所
収
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
陸
軍

省
か
ら
内
閣
へ
上
申
さ
れ
た
機
密
文
書
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
処
理
が
終

わ
っ
て
も
直
ち
に
は
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
ず
、「
秘
函
」（≒

内
閣
書
記
官
室
戸

棚
）
に
「
当
分
」
保
管
さ
れ
、
数
ヶ
月
か
ら
数
年
後
、
あ
る
特
定
日
に
ま
と
め
ら

れ
て
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

記
録
部
局
へ
の
移
管
か
ら
編
纂
・
保
存
ま
で

そ
れ
で
は
、
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
た
各
文
書
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
と
し
て
編
纂
・
保
存
さ
れ
た
の
か
。
よ
り
一
般
的
に
い

う
と
、
原
局
で
「
秘
函
」
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
た
機
密
文
書
は
、
記
録
部
局
で

は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
か
。

表
５
は
『
大
正
六
年
起

増
加
日
簿
』（
雑
／
三
二
六
二
）
に
お
け
る
「
公
文

別
録
」
及
び
陸
軍
関
連
図
書
の
編
纂
・
保
存
に
関
す
る
記
録
を
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
。
比
較
の
た
め
、『
件
名
簿
』
に
お
け
る
各
文
書
に
関
す
る
記
録
と
、
現
在

の
国
立
公
文
書
館
に
よ
る
分
類
を
併
記
し
た
。

ま
ず
こ
こ
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
は
、『
公
文
別
録

陸
軍
省
』（
四
八
）
は
大
正

九
年
六
月
八
日
に
記
録
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
、
従
っ
て
同
簿
冊
は
そ
の
直
前

に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
時
期
・
出
所
別
―

編
集
書
系
列
の
簿
冊
（
四
五
〜
五
〇
、
五
四
、
六
二
〜
六
四
）
は
、
大
正
九
年
六

月
か
ら
一
〇
年
一
二
月
に
か
け
て
編
纂
・
保
存
さ
れ
て
い
る
。
各
簿
冊
の
収
録
年

代
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
目
次
に
「
筧
」
と
い

う
同
一
人
物
の
印
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
で
説
明
で
き
よ
う
（
ち
な
み
に
、
大

正
七
年
度
『
公
文
類
聚
』
は
大
正
九
年
四
月
二
六
日
に
編
纂
（
４７
）
）。

そ
し
て
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
秘
函
」
は
原
局
の
み
な
ら
ず
記
録
部

局
内
に
も
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
忠
愛
社
外
三
社
へ
費
用
下
付
ノ
件
」
外
六

件
（
四
二
）
が
「
秘
函
」
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、『
増
加
日

簿
』
及
び
『
件
名
簿
』
か
ら
、『
臨
時
制
度
整
理
局
書
類
』（
一
〇
）
を
始
め
、
数

多
く
の
文
書
や
図
書
が
「
秘
函
」
に
「
別
ニ
収
」
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
当
時
記
録
課
内
で
機
密
文
書
の
保
管
を
担
当
し
て
い
た
部
署
は
庶
務
掛
で

あ
っ
た
の
で
、
こ
の
「
秘
函
」
は
庶
務
掛
内
に
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
実
は
『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
も
、
一

時
「
秘
函
」
に
保
管
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、
同
簿
冊
は
大
正
九
年
六

月
頃
に
編
纂
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
既
に
大
正
元
年
ま
で
の
文
書
（
表
３
の

一
〜
二
八
）
だ
け
で
な
く
、
大
正
三
年
八
月
以
後
の
文
書
（
三
七
〜
五
四
）
も
六

年
四
月
と
七
年
一
〇
月
に
記
録
課
へ
移
管
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
簿
冊
表
題

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
時
編
纂
さ
れ
た
の
は
前
者
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、

大
正
一
〇
年
一
〇
月
に
移
管
さ
れ
た
残
り
の
文
書
（
二
九
〜
三
六
）
と
と
も
に
、

後
者
が
『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
に
即
時
編
入
さ
れ
た
と
し
て
も
、
最
長
四
年
以
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上
編
纂
さ
れ
な
い
ま
ま
記
録
課
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
即
時
編
入

さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
期
間
は
よ
り
長
く
な
る
）。

そ
し
て
こ
う
し
た
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
が
、『
件
名
簿
』
の
「
送
付
」
欄
で

あ
る
。
当
時
内
閣
書
記
官
室
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
は
記
録
課
庶
務
掛
が
受
領
し
、

そ
れ
を
分
類
し
て
編
纂
掛
へ
送
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
４８
）
。
表
３
・
４
に
は
載

せ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
「
送
付
」
欄
に
は
庶
務
掛
か
ら
編
纂
掛
へ
送
付
さ
れ
た
日

付
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、『
公
文
類
聚
』
所
収
文
書
の
場
合
は
受
領

さ
れ
て
か
ら
数
日
の
内
に
送
付
さ
れ
た
の
に
対
し
、『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
所

収
文
書
の
場
合
は
「
送
付
」
欄
が
す
べ
て
空
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
文

書
は
記
録
課
庶
務
掛
に
接
受
さ
れ
て
も
直
ち
に
は
編
纂
掛
へ
送
付
さ
れ
ず
、
庶
務

掛
内
に
あ
っ
た
「
秘
函
」
に
保
管
さ
れ
、
数
年
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
編
纂
ま
た

は
編
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
度
「
秘
函
」
に
入
れ

ら
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
「
公
文
別
録
」
に
分
類
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
度
表
５
を
見
る
と
、
当
時
『
臨
時
軍
事

調
査
委
員
月
報
』
を
始
め
、
多
く
の
陸
軍
関
連
図
書
が
「
秘
函
」
に
保
管
さ
れ
た

ま
ま
、
記
録
課
内
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
実
際
そ
の
中
に
は
「
公
文
別
録
」
に
分

類
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
後
に
「
単
行
書
」（「
記

録
目
録
」
一
三
分
類
に
は
「
第
一
〇
」）
に
再
分
類
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る

の
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
内
閣
書
記
官
室
か
ら
移
管
さ
れ
、
記
録
課
庶
務
掛
に
接
受
さ

れ
た
文
書
は
、
直
ち
に
は
編
纂
掛
へ
送
付
さ
れ
ず
、
再
び
庶
務
掛
内
の
「
秘
函
」

に
保
管
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
秘
函
」
に
入
れ
ら
れ
た
文
書
や
図
書
は
、
数
年

の
経
過
し
た
後
、「
公
文
別
録
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
「
単
行
書
」

な
ど
に
再
分
類
さ
れ
た
。
こ
の
「
秘
函
」
の
存
在
と
、
上
申
↓
処
理
↓
編
纂
・
保

存
の
各
段
階
で
発
生
し
た
数
年
か
ら
数
十
年
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
ッ
グ
こ
そ
、「
公

文
別
録
」
の
編
纂
・
保
存
過
程
に
お
け
る
最
も
著
し
い
特
徴
だ
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
太
政
官
・
内
閣
に
お
け
る
機
密
文
書
取
扱
規
程
、「
公
文
別
録
」
の

全
体
像
及
び
そ
の
簿
冊
形
態
、
そ
し
て
「
公
文
別
録
」
中
の
一
簿
冊
の
編
纂
・
保

存
過
程
を
検
討
し
た
。
同
時
期
の
機
密
文
書
取
扱
規
程
に
お
け
る
特
徴
は
、
原
局

と
記
録
部
局
の
そ
れ
ぞ
れ
に
機
密
文
書
の
編
纂
・
保
存
を
担
当
す
る
部
署
が
あ
っ

た
こ
と
、
特
に
記
録
部
局
の
場
合
、
そ
れ
は
編
纂
担
当
部
署
と
は
別
の
部
署
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
保
管
の
た
め
の
「
秘
函
」
な
ど
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
点
は
、「
公
文
別
録
」
の
各
グ
ル
ー
プ
の
形
態
上
の
特
徴
や
、

『
公
文
別
録

陸
軍
省
』
の
編
纂
・
保
存
過
程
に
お
け
る
特
徴
と
一
致
す
る
。
以

上
の
事
実
は
、「
公
文
別
録
」
に
機
密
性
の
高
い
文
書
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
と
と
も
に
、
そ
の
機
密
文
書
群
と
い
う
性
格
を
よ
り
明
確
に
し
て
く
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
本
稿
で
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
未
だ
課
題
と
し
て
残

さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

第
一
に
、「
公
文
別
録
」
の
発
生
経
緯
の
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、「
公

文
別
録
」
に
関
す
る
最
初
の
記
録
は
、
明
治
二
二
年
の
内
閣
書
記
官
室
か
ら
内
閣

記
録
局
へ
の
移
管
記
事
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、

内
閣
記
録
局
へ
移
管
さ
れ
る
前
の
段
階
で
、
既
に
「
公
文
別
録
」
と
い
う
名
称
は

存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
由
来
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な

い
。
な
お
、
こ
の
文
書
群
が
「
第
一

公
文
」
に
分
類
さ
れ
た
経
緯
や
、
同
じ
分
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類
内
に
あ
る
「
公
文
録
」
と
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
（
４９
）
。

第
二
に
、
機
密
文
書
の
編
纂
選
定
の
問
題
で
あ
る
。『
公
文
別
録

陸
軍
省
』

の
場
合
、
そ
れ
が
カ
バ
ー
す
る
時
間
的
範
囲
は
明
治
一
九
年
か
ら
大
正
七
年
ま
で

の
三
二
年
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
は
総
計
五

八
件
で
、
一
年
平
均
二
件
足
ら
ず
で
あ
り
、
や
や
少
な
い
印
象
が
あ
る
。
ま
た

『
公
文
類
聚
』
に
も
少
数
な
が
ら
「
陸
密
」
な
ど
の
機
密
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お

り
、「
秘
函
」
に
保
管
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
「
単
行
書
」
に
分
類
さ
れ

た
図
書
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
記
録
部
局
へ
移
管
さ
れ
た
機
密
文
書
は
、
ど
の

よ
う
に
選
定
・
分
類
さ
れ
、
最
終
的
に
「
公
文
別
録
」
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
か
、

ま
た
そ
の
過
程
で
脱
落
し
た
も
の
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
も
、

さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

註（
１
）
「
公
文
別
録
」
の
移
管
・
公
開
経
緯
に
関
し
て
は
、『
国
立
公
文
書
館
年

報
』
第
三
号
（
一
九
七
三
年
）
五
頁
、
同
第
九
号
（
一
九
七
九
年
）
七
〜
八

頁
、『
北
の
丸
』
第
四
号
（
一
九
七
五
年
）
七
二
頁
、
同
第
一
二
号
（
一
九

八
〇
年
）
八
〇
頁
、
我
部
政
男
・
広
瀬
順
皓
編
著
『﹇
国
立
公
文
書
館
所

蔵
﹈
公
文
別
録
総
目
録
』
追
補
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
九
頁
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）

広
瀬
順
皓
「
公
文
別
録
解
説
」（
我
部
政
男
・
広
瀬
順
皓
編
著
『﹇
国
立
公

文
書
館
所
蔵
﹈
公
文
別
録
総
目
録
』
下
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
七
年
）

五
五
五
頁
。

（
３
）

前
掲
『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
第
三
号
、
五
頁
。

（
４
）

広
瀬
前
掲
論
文
、
五
六
五
〜
五
六
七
頁
。

（
５
）

中
野
目
徹
『
近
代
史
料
学
の
射
程
―
明
治
太
政
官
文
書
研
究
序
説
』（
弘

文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
八
〜
三
九
頁
。
な
お
、
同
書
か
ら
は
「
公
文
別

録
」
に
関
す
る
内
容
の
み
な
ら
ず
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
史
料
の
全
体
像
や
、

そ
れ
を
利
用
す
る
研
究
方
法
論
な
ど
、
学
ん
だ
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
６
）

平
成
二
一
年
四
月
一
五
日
付
鈴
木
淳
発
表
、
五
月
一
三
日
付
小
林
延
人
発

表
、
六
月
一
〇
日
付
安
原
徹
也
発
表
、
一
〇
月
二
一
日
付
朴
発
表
、
一
〇
月

二
八
日
付
渡
邉
宏
明
発
表
、
平
成
二
二
年
六
月
二
日
付
渡
邉
宏
明
発
表
、
七

月
七
日
付
朴
発
表
、
平
成
二
三
年
五
月
一
一
日
付
中
西
啓
太
発
表
、
六
月
二

九
日
付
朴
発
表
な
ど
。

（
７
）
『
法
規
分
類
大
全
』
第
一
編
第
一
〇
巻
（
内
閣
記
録
局
、
明
治
二
二
年
）

一
四
五
〜
一
四
六
、
一
四
九
頁
（
官
職
門
二
・
官
制
・
太
政
官
内
閣
一
）。

以
下
、
史
料
を
引
用
す
る
際
に
は
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句
読

点
を
付
し
た
。

（
８
）

同
右
、
一
四
九
頁
。

（
９
）

前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
一
編
第
一
〇
巻
、
三
〇
四
頁
（
官
職
門
三
・

官
制
・
太
政
官
内
閣
二
）。
ち
な
み
に
、
文
書
局
処
務
規
程
は
明
治
一
七
年

三
月
七
日
に
改
定
さ
れ
る
が
、
秘
書
掛
に
関
す
る
内
容
は
変
わ
ら
な
い
。

（
１０
）

同
右
、
二
二
二
〜
二
二
八
頁
（
官
職
門
二
・
官
制
・
太
政
官
内
閣
一
）。

「
文
書
局
処
務
規
程
」
は
記
録
課
の
移
管
前
日
に
定
め
ら
れ
た
の
で
、
当
然

そ
こ
に
記
録
課
に
関
す
る
規
程
は
な
く
、
翌
年
三
月
の
改
定
規
程
に
も
「
但

シ
記
録
課
処
務
規
程
ハ
別
ニ
定
ム
」
と
い
う
但
し
書
が
あ
る
の
み
で
あ
る

（
第
一
条
）。
こ
こ
か
ら
、
記
録
課
は
文
書
局
へ
移
管
さ
れ
て
か
ら
も
、「
記

録
課
処
務
規
程
」（
明
治
一
四
年
一
一
月
九
日
制
定
、
一
七
年
四
月
一
〇
日

改
定
）
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１１
）
「
記
録
課
第
六
回
報
告
書
」「
明
治
一
八
年

記
録
局
報
告
」（『
自
明
治
十

二
年
至
同
十
八
年

記
録
課
自
第
一
回
至
第
七
回
報
告
書
』
国
立
公
文
書
館
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所
蔵
、
記
／
八
七
九
）。
な
お
、
本
稿
で
国
立
公
文
書
館
所
蔵
史
料
の
表
題

を
表
記
す
る
場
合
、
な
る
べ
く
そ
の
外
題
に
忠
実
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
同

館
作
成
目
録
や
同
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
に
お
け
る
表
題
と
は
や

や
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
１２
）
『
法
規
分
類
大
全
』
第
二
編
第
三
巻
（
内
閣
記
録
局
、
明
治
二
五
年
）
五

六
〜
五
八
頁
（
官
職
門
一
・
官
制
・
内
閣
）。

（
１３
）

同
右
、
五
八
頁
。

（
１４
）
『
自
明
治
十
八
年
十
二
月
至
同
十
九
年
十
二
月

内
閣
記
録
局
日
記
』（
国

立
公
文
書
館
所
蔵
、
帳
／
九
二
）
及
び
『
明
治
十
八
年
十
二
月
起
ル

日
記

簿
』（
同
右
、
帳
／
九
九
）。
な
お
、『
明
治
十
九
年

局
決
簿
』（
同
右
、
帳

／
五
一
）
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
で
既
に
宮
崎
幸
麿
は
上
官
室
秘
書
掛
に
任

命
さ
れ
て
い
た
（
宮
崎
に
つ
い
て
は
後
述
）。

（
１５
）
「
記
録
編
纂
仮
規
則
各
局
ヘ
回
達
按
」（『
規
程
例
則
原
按
簿
』
国
立
公
文

書
館
所
蔵
、
総
／
六
〇
三
）。

（
１６
）
「
処
務
規
程
草
按
」（
同
右
）。
表
紙
欄
外
右
下
に
「
十
九
年
一
月
廿
九
日

浄
録
伊
東
秘
書
官
ニ
送
致
ス
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
小
野
正
弘
（
内
閣
記

録
局
次
長
・
局
長
心
得
）
と
宮
崎
幸
麿
（
内
閣
記
録
局
記
録
課
員
・
上
官
室

秘
書
掛
）
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

（
１７
）
「
非
常
心
得
ヲ
定
ム
」（『
記
録
局
諸
則
沿
革
録

庶
務
掛
之
部

六
』
国

立
公
文
書
館
所
蔵
、
帳
／
五
七
）。

（
１８
）
『
明
治
二
十
五
年

内
閣
記
録
局
日
記
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
帳
／
九

八
）、『
明
治
二
十
四
年
一
月
起

日
記
簿
』（
同
右
、
帳
／
一
〇
〇
）、「
内

閣
記
録
局
分
科
章
程
ヲ
定
ム
」（『
記
録
局
諸
則
沿
革
録

第
二
編
』、
同
右
、

帳
／
七
三
）。

（
１９
）
「
記
録
目
録
凡
例
ヲ
定
ム
」（
前
掲
『
記
録
局
諸
則
沿
革
録

庶
務
掛
之
部

六
』）。

（
２０
）
「
内
閣
書
記
官
室
分
課
内
規
ヲ
改
定
ス
」（『
公
文
類
聚
』
第
一
七
編
・
明

治
二
六
年
・
第
七
巻
・
官
職
門
一
・
官
制
一
・
官
制
一
・
内
閣
、
国
立
公
文

書
館
所
蔵
、
類
／
六
三
七
）。

（
２１
）
「
内
閣
書
記
官
室
記
録
課
処
務
細
則
ヲ
定
ム
」（『
内
閣
書
記
官
室
記
録
課

諸
則
沿
革
録

全
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
帳
／
七
四
）。

（
２２
）
「
記
録
課
処
務
規
程
」（『
内
閣
記
録
課
処
務
提
要
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

総
／
六
一
五
）。
こ
こ
に
は
後
代
の
改
定
に
よ
る
書
込
み
・
修
正
・
削
除
が

な
さ
れ
て
お
り
、
最
も
年
代
の
下
が
る
も
の
と
し
て
明
治
四
二
年
一
月
の
書

込
み
が
確
認
さ
れ
る
（
但
し
、
第
二
条
は
修
正
な
し
）。
そ
こ
か
ら
同
規
程

（
特
に
庶
務
掛
に
関
す
る
第
二
条
）
は
少
な
く
と
も
明
治
四
二
年
ま
で
は
機

能
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
２３
）

前
掲
「
記
録
目
録
凡
例
ヲ
定
ム
」。

（
２４
）

例
え
ば
、
中
野
目
前
掲
書
、
三
八
〜
三
九
頁
。

（
２５
）
「
青
表
紙
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
同
右
、
八
五
〜
一
〇
三
頁
。

（
２６
）
『
明
治
廿
二
年

内
閣
記
録
局
日
記
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
帳
／
九

五
）
及
び
前
掲
『
明
治
十
八
年
十
二
月
起
ル

日
記
簿
』。
但
し
『
明
治
二

十
二
年

内
閣
記
録
局
第
四
回
報
告
』
の
「
記
録
収
蔵
ノ
事
」
に
は
、「
公

文
別
録
百
三
十
四
冊
二
袋
」
な
ど
を
「
内
閣
書
記
官
室
ヨ
リ
継
続
」
し
た
と

な
っ
て
い
る
（
同
右
、
記
／
八
八
七
）。

（
２７
）
『
公
文
別
録
索
引

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
八
年
』（
国
立
公
文
書
館
所

蔵
、
総
／
一
二
〇
二
）。

（
２８
）

中
野
目
前
掲
書
、
三
五
頁
。

（
２９
）
「
第
三
十
一
表

局
員
表
」（
前
掲
『
明
治
二
十
二
年

内
閣
記
録
局
第
四

回
報
告
』）。
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（
３０
）

筧
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
史
料
と
し
て
最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
、『
大

正
十
三
年
五
月
二
十
一
日
起

公
文
謄
写
日
記
簿
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

総
／
六
二
六
）
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
３１
）
『
第
一

公
文
別
録
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
総
／
九
二
五
）。

（
３２
）
『
大
正
十
五
年
参
月
起

製
本
交
付
簿
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
総
／
六

二
三
）。

（
３３
）
『
法
規
分
類
大
全
』
第
一
編
第
五
一
巻
（
内
閣
記
録
局
、
明
治
二
三
年
）

七
七
〜
七
九
、
一
〇
四
頁
（
兵
制
門
二
・
陸
海
軍
官
制
二
・
陸
軍
二
）。

（
３４
）
『
法
規
分
類
大
全
』
第
一
編
第
五
四
巻
（
内
閣
記
録
局
、
明
治
二
四
年
）

一
三
四
〜
一
三
五
頁
（
兵
制
門
五
・
陸
海
軍
官
制
五
・
海
軍
一
）。

（
３５
）
「
公
文
類
聚
ノ
事
」（『
明
治
廿
一
年

内
閣
記
録
局
第
三
回
報
告
』
国
立

公
文
書
館
所
蔵
、
記
／
八
八
五
）。
ち
な
み
に
『
公
文
類
纂
』
は
明
治
二

二
・
二
三
年
度
に
も
抄
録
が
行
わ
れ
た
。

（
３６
）
「
公
文
別
録
」
中
の
『
衆
規
淵
鑑
』
関
連
簿
冊
の
発
生
経
緯
と
『
太
政
類

典
』
第
一
・
二
編
の
訂
正
・
増
補
作
業
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

一
年
四
月
一
五
日
付
鈴
木
淳
発
表
に
よ
る
。

（
３７
）

公
文
書
専
門
官
室
「「
公
文
書
の
接
収
、
返
還
、
未
返
還
台
帳
」（
内
閣
関

係
）
に
つ
い
て
」（『
北
の
丸
』
第
三
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）
八
八
〜
八
九
、

一
〇
八
頁
。

（
３８
）
「
親
任
官
任
免
別
録
引
継
ノ
件
」（『
引
継
書
類
綴

自
大
正
十
三
年
至
昭

和
十
七
年
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
雑
／
三
五
八
六
）。

（
３９
）
『
公
文
増
加
記
入
扣
簿
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
総
／
九
六
六
）。

（
４０
）

前
掲
「
親
任
官
任
免
別
録
引
継
ノ
件
」。
な
お
『
自
明
治
二
十
二
年
至

公
文
別
録

親
任
官
任
免
索
引
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
総
／
一
二
〇

五
）
の
表
紙
に
も
「
金
庫
皇
金
庫
内
保
管
」
と
い
う
書
込
み
が
見
ら
れ
る
。

（
４１
）
『
特
別
保
存

公
文
別
録
索
引
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
総
／
一
二
〇

四
）。

（
４２
）
「
記
録
増
加
日
簿
凡
例
」（『
自
明
治
廿
一
年
至
同
廿
三
年

局
決
簿
』
国

立
公
文
書
館
所
蔵
、
帳
／
九
一
）、『
明
治
廿
一
年

内
閣
記
録
局
日
記
』

（
同
右
、
帳
／
九
四
）。

（
４３
）

当
時
陸
軍
省
の
文
書
番
号
体
系
に
つ
い
て
は
、
近
藤
新
治
「
陸
軍
省
・
海

軍
省
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座

第
九
巻
―
近
代
編
�
』
雄
山
閣
出
版
、
一

九
七
九
年
）
一
六
五
〜
一
六
六
頁
を
参
照
。

（
４４
）
『
件
名
録
』
の
存
在
と
利
用
方
法
、
そ
し
て
「
秘
函
入
」
文
書
と
「
公
文

別
録
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
一
年
六
月
一
〇
日
付
安
原
徹
也

発
表
に
よ
る
。

（
４５
）
「
公
文
別
録
」
中
の
『
未
決
並
廃
案
書
類
』
と
「
諸
雑
公
文
書
」
中
の

『
未
済
書
類
』
と
の
関
連
性
、
そ
し
て
「
秘
函
」
と
「
書
記
官
（
室
）
戸
棚

（
書
棚
）」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
二
年
六
月
二
日
付
渡
邉
宏
明

発
表
に
よ
る
。

（
４６
）
「
公
文
編
纂
例
則
ヲ
定
ム
」（
前
掲
『
内
閣
書
記
官
室
記
録
課
諸
則
沿
革
録

全
』）。

（
４７
）
『
明
治
三
十
年
三
月
一
日
よ
り
昭
和
七
年
一
月
ま
で

公
文
編
纂
ニ
関
ス

ル
書
類
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
総
／
六
一
七
）。

（
４８
）

前
掲
「
内
閣
書
記
官
室
記
録
課
処
務
細
則
ヲ
定
ム
」
中
の
庶
務
掛
の
第
一

〇
・
一
一
条
。

（
４９
）

こ
の
問
題
と
関
連
し
て
、
明
治
一
〇
年
度
『
公
文
録
』
中
に
『
鹿
児
島
征

討
始
末
別
録
一
・
二
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
公
／
二
一
九
六
・
二
一
九

七
）
と
い
う
簿
冊
が
存
在
す
る
な
ど
、「
別
録
」
と
い
う
名
称
は
以
前
か
ら

使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
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表
１
：
「
公
文
別
録
」
の
全
体
目
録

備
考
２

（
そ
の
他
）

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

表
紙
右
下
に
「
共
二
」

１２
の
目
次
欄
外
に
「
写

済
」、
１３
の
目
次
欄
外
に

「
副
本
写
済
」、
各
簿
冊
の

文
書
番
号
が
連
続
す
る

１
番
文
書
は
S１８
．１１
．１３

に
引
継

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

各
簿
冊
目
次
の
文
書
番
号

が
連
続
す
る

備
考
１

（
簿
冊
形
態
） ５
）

白
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ（
明
朝
綴
じ
）

・
B
５
判

符
号
箋

第
１
類
別
５
冊
１
函

第
１
類
別
３
冊
１
函

第
１
類
別
２
冊
１
函

第
１
類
別
１
冊
１
函

第
１
類
別
４
冊
１
函

第
１
類
別
１
冊
１
函

第
１
類
別
４
冊
１
函

蔵
書
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

――

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

目
次
印

宮
崎―宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎―――宮
崎

宮
崎

宮
崎――宮
崎

宮
崎

宮
崎―宮
崎

宮
崎

宮
崎

目
次
料
紙
４
）

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

簿
冊
表
題

記
入
方
法
３
）

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

題
簽

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

簿
冊
表
題
２
）

自
明
治
元
年
至
同
四
年
公
文
別
録
一

自
明
治
元
年
至
同
四
年
公
文
別
録
二

自
明
治
五
年
至
同
十
年
公
文
別
録
三

自
明
治
五
年
至
同
十
年
公
文
別
録
四

自
明
治
五
年
至
同
十
年
公
文
別
録
五

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
太
政
官
一

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
太
政
官
二

自
明
治
十
七
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
太
政
官
三

自
明
治
十
五
年
至
同
十
七
年
機
密
探
偵
書
一

自
明
治
十
五
年
至
同
十
七
年
機
密
探
偵
書
二

自
明
治
十
五
年
至
同
廿
五
年
公
文
別
録
宮
内
省

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
外
務
省

一自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
外
務
省

二自
明
治
十
七
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
外
務
省
三

自
明
治
十
七
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
外
務
省
四

条
約
改
正
一
件
自
明
治
十
三
年
至
明
治
十
六
年

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
内
務
省
一

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
内
務
省
二

明
治
十
七
年
公
文
別
録
内
務
省
三

明
治
十
八
年
公
文
別
録
内
務
省
四

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
大
蔵
省
一

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
大
蔵
省
二

明
治
十
七
年
公
文
別
録
大
蔵
省
自
一
月
至
四
月
三

国
立
公
文
書
館

表
題
・
年
次

太
政
官
・
明
治
元

～
十
年

太
政
官
・
明
治
十

五
～
十
八
年

機
密
探
偵
書
・
明

治
十
五
～
十
七
年

宮
内
省
・
明
治
十

五
～
二
十
五
年

外
務
省
・
明
治
十

五
～
十
八
年

条
約
改
正
一
件
・

明
治
十
三
～
十
六

年内
務
省
・
明
治
十

五
～
十
八
年

配
架

番
号
１
）
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２
番
文
書
に
「
当
分
別
録

モ
ノ
」（
付
箋
・
朱
）

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

白
表
紙
・
仮
綴

（
紙
縒
）
・
２０８
×

２７８
m
m

第
１
類
別
６
冊
１
函

第
１
類
別
１
冊
１
函

第
１
類
別
１
冊
１
函

第
１
類
別
１
冊
１
函

第
１
類
別
１６
冊
１
函

第
１
類
別
１６
冊
２
函

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

宮
崎―――宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎―宮
崎――宮
崎

宮
崎―

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

明
治
十
七
年
公
文
別
録
大
蔵
省
自
五
月
至
十
二

月
四

明
治
十
八
年
公
文
別
録
大
蔵
省
自
一
月
至
七
月
五

明
治
十
八
年
公
文
別
録
大
蔵
省
自
七
月
至
十
二

月
六

明
治
十
八
年
公
文
別
録
陸
軍
省
・
海
軍
省

明
治
十
六
年
ヨ
リ
十
八
年
迄
公
文
別
録
司
法
省

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
八
年
公
文
別
録
文
部
省

明
治
十
五
年
公
文
別
録
農
商
務
省
一

明
治
十
五
年
公
文
別
録
農
商
務
省
二

明
治
十
六
年
公
文
別
録
農
商
務
省
一
月
二
月
全

明
治
十
六
年
公
文
別
録
農
商
務
省
三
月
四
月
全

明
治
十
六
年
公
文
別
録
農
商
務
省
五
月
六
月
全

明
治
十
六
年
公
文
別
録
農
商
務
省
自
七
月
至
十

一
月
全

明
治
十
六
年
公
文
別
録
農
商
務
省
十
二
月
全

明
治
十
七
年
公
文
別
録
農
商
務
省
自
一
月
至
三

月
全

明
治
十
七
年
公
文
別
録
農
商
務
省
自
四
月
至
十

二
月
第
一

明
治
十
七
年
公
文
別
録
農
商
務
省
自
四
月
至
十

二
月
第
二

明
治
十
七
年
公
文
別
録
農
商
務
省
自
四
月
至
十

二
月
第
三

明
治
十
八
年
公
文
別
録
農
商
務
省
一

明
治
十
八
年
公
文
別
録
農
商
務
省
二

明
治
十
八
年
公
文
別
録
農
商
務
省
三

明
治
十
八
年
公
文
別
録
農
商
務
省
四

大
蔵
省
・
明
治
十

五
～
十
八
年

陸
軍
省
・
海
軍
省

・
明
治
十
八
年

司
法
省
・
明
治
十

六
～
十
八
年

文
部
省
・
明
治
十

五
～
十
八
年

農
商
務
省
・
明
治

十
五
～
十
八
年
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４
番
文
書
に
「
本
件
ハ
特

ニ
御
評
議
可
有
之
ニ
付
夫

迄
秘
筐
ニ
稽
留
之
事
十

一
月
十
四
日
�（
真
男
）」

（
付
箋
）

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

『
地
方
巡
察
使
三
』（
５９
）

の
３６
番
文
書
の
別
冊
復
命

書
（
６３
の
続
き
）

白
表
紙
・
仮
綴

（
紙
縒
）・２０８

×
２７

８
m
m

第
１
類
別
２
冊
２
函

第
１
類
別
１
冊
２
函

第
１
類
別
１
冊
２
函

第
１
類
別
２
冊
２１
函

第
１
類
別
１
冊
２
函

第
１
類
別
１
冊
２
函

第
１
類
別
３
冊
２
函

第
１
類
別
３
冊
２
函

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

―宮
崎

宮
崎

宮
崎―宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎―

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官
（
一

部
は
公
文
類

聚
）

太
政
官

太
政
官

太
政
官

元
老
院

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

明
治
十
八
年
公
文
別
録
農
商
務
省
五

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
工
部
省

自
明
治
十
七
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
工
部
省

自
明
治
十
一
年
至
同
十
八
年
官
符
原
案

明
治
十
八
年
公
文
別
録
府
県

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
官
吏
雑
件

一
太
政
官
甲

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
年
公
文
別
録
官
吏
雑
件

二
太
政
官
乙

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
八
年
公
文
別
録
官
吏
選

挙
慰
労
内
規

諸
建
白
書
自
明
治
三
年
至
同
六
年

上
書
建
言
録
自
明
治
十
一
年
至
同
十
六
年
一

上
書
建
言
録
自
明
治
十
一
年
至
同
十
六
年
二

自
明
治
十
七
年
至
同
十
八
年
上
書
建
言
録
三

明
治
十
五
年
公
文
別
録
地
方
巡
察
使
一

明
治
十
五
年
公
文
別
録
地
方
巡
察
使
二

明
治
十
六
年
公
文
別
録
地
方
巡
察
使
三

地
方
巡
察
使
復
命
書
群
馬
県
・
埼
玉
県
・
山
梨
県
・

長
野
県
一

工
部
省
・
明
治
十

五
～
十
八
年

官
符
原
案
・
明
治

十
一
～
十
八
年

府
県
・
明
治
十
八

年官
吏
雑
件
・
明
治

十
五
～
十
六
年

官
吏
撰
挙
慰
労
内

規
・
明
治
十
五
～

十
八
年

諸
建
白
書
・
明
治

三
～
六
年

上
書
建
言
録
・
明

治
十
一
～
十
八
年

地
方
巡
察
使
・
明

治
十
五
～
十
六
年
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同
５
番
文
書
の
別
冊
復
命

書
（
M
１６
．０７
．３０
参
事
院

副
議
長
田
中
不
二
麿
提

出
）

同
５
番
文
書
の
別
冊
復
命

書
（
６１
の
続
き
）

同
３６
番
文
書
の
別
冊
復
命

書
（
M
１６
．１１
巡
察
使
元

老
院
議
官
渡
辺
清
提
出
）

同
３９
番
文
書
の
別
冊
復
命

書
（
M
１６
．１０
参
事
院
議

官
山
尾
庸
三
提
出
）

同
５
番
文
書
の
別
冊
復
命

書
（
６２
の
続
き
）

『
地
方
巡
察
使
三
』（
５９
）

の
３３
番
文
書
の
別
冊
復
命

書
（
M
１６
．１２
．２５
巡
察
使

元
老
院
議
官
関
口
隆
吉
提

出
）

『
地
方
巡
察
使
三
』（
５９
）

の
１６
番
文
書
の
別
冊
復
命

書（
M
１６
．１１
巡
察
使
元
老

院
議
官
槇
村
正
直
提
出
）

茶
表
紙
・
六
つ
目

綴
じ（
康
煕
綴
じ
）

・
B５
判
・
角
裂（
灰
）

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ（
朝
鮮
綴
じ
）

・
B５
判
・
角
裂（
灰
）

第
１
類
別
６
冊
２
函

第
１
類
別
９
冊
２
函

第
１
類
別
１
冊
２
函

第
１
類
別
１０
冊
２
函

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

――――――――――――――――――――――

太
政
官

太
政
官

元
老
院

参
事
院

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

―

元
老
院

――――――

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

地
方
巡
察
使
復
命
書
福
島
県
・
山
形
県
・
宮
城
県

二地
方
巡
察
使
復
命
書
岩
手
県
・
秋
田
県
・
青
森
県

三地
方
巡
察
使
復
命
書
滋
賀
県
・
福
井
県
・
石
川

県
・
富
山
県
・
新
潟
県
四

地
方
巡
察
使
復
命
書
徳
島
県
・
高
知
県
・
愛
媛

県
・
福
岡
県
・
大
分
県
・
鹿
島
県
・
熊
本
県
・
長
崎

県
五

地
方
巡
察
使
復
命
書
函
館
県
・
札
幌
県
・
根
室
県

六地
方
巡
察
復
命
書
千
葉
県
一

地
方
巡
察
復
命
書
茨
城
県
二

地
方
巡
察
復
命
書
栃
木
県
三

地
方
巡
察
復
命
書
三
重
県
四

地
方
巡
察
復
命
書
岐
阜
県
五

地
方
巡
察
復
命
書
愛
知
県
六

地
方
巡
察
復
命
書
静
岡
県
七

地
方
巡
察
復
命
書
神
奈
川
県
八

地
方
巡
察
復
命
書
東
京
府
九

地
方
巡
察
復
命
摘
要
完

巡
察
記
地
方
一
般
ノ
要
件
一

巡
察
記
京
都
府
二

巡
察
記
大
阪
府
三

巡
察
記
和
歌
山
県
四

巡
察
記
兵
庫
県
五

巡
察
記
岡
山
県
六

巡
察
記
広
島
県
七

地
方
巡
察
使
復
命

書
・
明
治
十
六
年

甲
部
地
方
巡
察
使

復
命
書
・
明
治
十

六
年

地
方
巡
察
使
復
命

摘
要
・
明
治
十
六

年巡
察
記
・
明
治
十

六
年

６１６２６３６４６５６６６７６８６９７０７１７２７３７４７５７６７７７８７９８０８１８２
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M
１５
．１１
参
事
院
議
官
輔

尾
崎
三
良
提
出

８５
―２
と
同
一
内
容
、
印
刷

物８５
―２
と
同
一
内
容
、
尾
崎

遺
族
所
蔵
本
の
複
写
本

（
S５３
．０２
．２８
寄
贈
）

８５
―２
と
同
一
内
容
、
S５３
．

０３
．１０
諸
雑
公
文
書
→
公

文
別
録

各
簿
冊
目
次
の
文
書
番
号

が
連
続
す
る

M
１２
．１２
内
務
省
印
刷
物

（
８８
～
９１
の
参
考
書
と
し

て
）

小
冊
子
・
１４０
×

１９７
m
m

茶
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・
２００
×
２７５

m
m

洋
装
本
・
１４２
×

２１５
m
m

小
冊
子
・
１３５
×

２００
m
m

――――

第
１
類
別
２
冊
３
函

第
１
類
別
４
冊
３
函

第
１
類
別
３
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

――――

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

――――

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

―――――――宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎―――――宮
崎

宮
崎

―――

太
政
官

―

太
政
官

参
事
院

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

―――――

太
政
官

太
政
官

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

表
紙
に
印
刷

題
簽

＊
題
簽

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
印
刷

表
紙
に
印
刷

表
紙
に
印
刷

表
紙
に
印
刷

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

巡
察
記
山
口
県
八

巡
察
記
島
根
県
九

巡
察
記
鳥
取
県
十

沖
縄
県
視
察
復
命
書

沖
縄
県
視
察
復
命
書

沖
縄
県
視
察
復
命
書

沖
縄
県
視
察
復
命
書

北
海
道
事
件
一

北
海
道
事
件
二

琉
球
廃
藩
置
県
処
分
一

琉
球
廃
藩
置
県
処
分
二

琉
球
廃
藩
置
県
処
分
三

琉
球
廃
藩
置
県
処
分
四

琉
球
処
分
上

琉
球
処
分
中

琉
球
処
分
下

琉
球
処
分
提
綱

琉
球
書
類
十
八
通
合
綴

明
治
十
五
年
公
文
別
録
板
垣
退
助
遭
害
一
件

明
治
十
五
年
公
文
別
録
福
島
県
人
民
暴
動
一
件

沖
縄
県
視
察
復
命

書
・
明
治
十
六
年

沖
縄
県
視
察
復
命

書
印
刷
物
・
明
治

十
六
年

沖
縄
県
視
察
復
命

書
複
写
本
・
明
治

十
六
年

沖
縄
県
視
察
復
命

書
・
明
治
十
六
年

北
海
道
事
件
・
明

治
三
年

琉
球
廃
藩
置
県
処

分
・
明
治
八
年

琉
球
書
類
十
八
通

合
綴
・
明
治
八
年

板
垣
退
助
遭
害
一

件
・
明
治
十
五
年

福
島
県
人
民
暴
動

一
件
・
明
治
十
五

年

８３８４８５

８５
―２

８５
―２

―
２

８５
―２

―
３

８５
―３

８６８７８８８９９０９１

９１
―２

９１
―３

９１
―４

９１
―５

９２９３９４
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M
８
．０１
藩
地
事
務
局
編
、

印
刷
物

M
８
．０１
印
刷

表
紙
右
上
に
「
兌
坤
八
十

七
」（
朱
）

表
紙
右
上
に
「
兌
坤
八
十

七
麟
」（
朱
）

題
簽
に
「
内
史
之
印
（
消

印
）」、
表
紙
右
上
に
「
兌

坤
八
十
七
麟
」（
朱
）

題
簽
・
扉
の
右
下
に
「
内

史
之
印
（
消
印
）」、
表
紙

右
上
に
「
兌
坤
八
十
七

麟
」（
朱
）

表
紙
右
上
に
「
兌
坤
八
十

七
麟
」（
朱
）

題
簽
に
「
内
史
之
印
（
消

印
）」

青
表
紙
（
卍
模

様
）・
四
つ
目
綴

じ
・
１３０
×
１９１

m
m
・
角
裂
（
青
）

洋
装
本
・
１５０
×

２３０
m
m

青
表
紙
（
菱
模

様
）・
四
つ
目
綴

じ
・
B
５
判
・
角

裂
（
青
）

青
表
紙
（
布
目
模

様
）・
四
つ
目
綴

じ
・
１５１
×
２２２

m
m
・
角
裂
（
青
）

青
表
紙
（
布
目
模

様
）・
四
つ
目
綴

じ
・
B
５
判
・
角

裂
（
青
）

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
（
２

部
）
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
４
冊
３
函

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

太
政
官
記
録
印

太
政
官
記
録
印

内
閣
記
録
之
印

太
政
官
記
録
印

内
閣
記
録
之
印

太
政
官
記
録
印

太
政
官
記
録
印

太
政
官
記
録
印

宮
崎

宮
崎

宮
崎―――――宮
崎――――

太
政
官

太
政
官

太
政
官

――

＊
太
政
官

―

＊
海
軍
省

太
政
官

――――

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

題
簽

背
表
紙
に
印

刷表
紙
に
直
書

＊
題
簽

題
簽

表
紙
に
直
書

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

明
治
十
六
年
公
文
別
録
新
潟
県
下
頸
城
自
由
党
逮

捕
一
件

清
国
通
信
始
末
自
明
治
二
年
至
同
六
年

清
国
機
密
公
信
自
明
治
八
年
至
同
十
六
年

内
閣
秘
本
処
藩
趣
旨
書
完

使
清
弁
理
始
末
完

探
偵
書

使
鮮
日
記

朝
鮮
巡
行
日
誌

自
明
治
元
年
至
明
治
三
年
朝
鮮
事
件
全

朝
鮮
事
件
一

朝
鮮
事
件
二

朝
鮮
事
件
三

朝
鮮
事
件
附
使
清
之
事

新
潟
県
下
頸
城
自

由
党
逮
捕
一
件
・

明
治
十
六
年

清
国
通
信
始
末
・

明
治
二
～
六
年

清
国
機
密
公
信
・

明
治
八
～
十
六
年

処
藩
趣
旨
書
・
明

治
八
年

使
清
弁
理
始
末
・

明
治
八
年

探
偵
書
・
明
治
七

年使
鮮
日
記
・
明
治

八
年

朝
鮮
巡
行
日
誌
・

慶
応
二
年

朝
鮮
事
件
・
明
治

元
～
四
年

９５９６９７９８９９

１００

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７
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表
紙
右
上
に
「
兌
坤
八
十

七
」（
朱
）

表
紙
右
上
に
「
兌
坤
八
十

七
麟
」（
朱
）

各
簿
冊
の
文
書
番
号
が
連

続
す
る

扉
の
右
上
欄
外
に
「
兌
坤

八
十
七
」（
朱
）

扉
の
右
上
欄
外
に
「
兌
坤

八
十
八
七
」（
朱
）

扉
の
右
上
欄
外
に
「
兌
坤

八
十
七
」（
朱
）

各
簿
冊
目
次
の
文
書
番
号

が
連
続
す
る

各
簿
冊
目
次
の
文
書
番
号

が
連
続
す
る

青
表
紙
（
布
目
模

様
）・
四
つ
目
綴
じ

・
B５
判
・
角
裂（
青
）

青
表
紙
（
布
目
模

様
）・
四
つ
目
綴
じ

・
B５
判
・
角
裂（
青
）

第
１
類
別
３
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
２
冊
３
函

第
１
類
別
３
冊
３
函

第
１
類
別
１
冊
３
函

第
１
類
別
８
冊
３
函

第
１
類
別
４
冊
４
函

太
政
官
記
録
印

太
政
官
記
録
印

太
政
官
記
録
印

太
政
官
記
録
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

太
政
官
記
録
印

内
閣
記
録
之
印

太
政
官
記
録
印

内
閣
記
録
之
印

太
政
官
記
録
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

――――宮
崎

宮
崎―――宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

宮
崎

――――

太
政
官

太
政
官

＊
太
政
官

＊
太
政
官

＊
太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

太
政
官

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

朝
鮮
尋
交
始
末
上

朝
鮮
尋
交
始
末
中

朝
鮮
尋
交
始
末
下

朝
鮮
国
詳
細
全

明
治
八
年
朝
鮮
江
華
島
砲
撃
始
末
一

明
治
八
年
朝
鮮
江
華
島
砲
撃
始
末
二

朝
鮮
始
末
一

朝
鮮
始
末
二

朝
鮮
始
末
三

朝
鮮
始
末
続
録
自
明
治
九
年
六
月
至
同
十
四
年
七

月明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
一

明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
二

明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
三

明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
四

明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
五

明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
六

明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
七

明
治
十
五
年
朝
鮮
事
変
始
末
八

明
治
十
七
年
朝
鮮
事
変
始
末
一

明
治
十
七
年
朝
鮮
事
変
始
末
二

明
治
十
七
年
朝
鮮
事
変
始
末
三

明
治
十
七
年
朝
鮮
事
変
始
末
四

自
明
治
十
五
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
仏
清
事
件

一自
明
治
十
五
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
仏
清
事
件

二

朝
鮮
尋
交
始
末
・

明
治
九
年

朝
鮮
国
詳
細
・
明

治
九
年

朝
鮮
江
華
島
砲
撃

始
末
・
明
治
八
年

朝
鮮
始
末
・
明
治

六
～
八
年

朝
鮮
始
末
続
録
・

明
治
九
～
十
五
年

朝
鮮
事
変
始
末
・

明
治
十
五
年

朝
鮮
事
変
始
末
・

明
治
十
七
年

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１１３

１１４

１１５

１１６

１１７

１１８

１１９

１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１２５

１２６

１２７

１２８

１２９

１３０

１３１
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各
簿
冊
目
次
の
文
書
番
号

が
連
続
す
る

表
紙
右
上
に
「
秘
（
朱
）

一
類
六
」（
付
箋
）

「
宮
部
」
は
校
正
印
、

「
筧
」
は
謄
写
印

表
紙
右
上
に
「
別
六
」、

表
紙
右
下
に
「
共
九
」

（
朱
）

白
表
紙
・
大
和
綴

じ
・
B
５
判

第
１
類
別
５
冊
４
函

第
１
類
別
３
冊
６
函

第
１
類
別
１
冊
６
函

第
１
類
別
１
冊
６
函

第
１
類
別
１
冊
６
函

第
１
類
別
１
冊
６
函

第
１
類
別
９
冊
６
函

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

宮
崎

宮
崎―筧―筧――宮
部筧――――――

太
政
官

太
政
官

太
政
官

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

―――――

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

自
明
治
十
五
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
仏
清
事
件

三自
明
治
十
五
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
仏
清
事
件

四自
明
治
十
五
年
至
同
十
八
年
公
文
別
録
仏
清
事
件

五公
文
別
録
未
決
並
廃
案
書
類
一
内
閣
・
外
務
・

内
務
省

公
文
別
録
未
決
並
廃
案
書
類
二
大
蔵
・
陸
軍
・

司
法
省

公
文
別
録
未
決
並
廃
案
書
類
三
止
文
部
省
全

大
正
五
年
公
文
別
録
（
外
）
南
満
州
鉄
道
ニ
依
ル

露
国
兵
輸
送
ニ
関
ス
ル
件

韓
国
併
合
ニ
関
ス
ル
書
類

自
明
治
十
九
年
至
仝
廿
三
年
公
文
別
録
士
族
其
他

勧
業
資
本
金
貸
下
ニ
関
ス
ル
件
全
（
農
）

公
文
別
録
軍
艦
千
島
衝
突
事
件
全
（
海
）

大
津
事
件
皇
室
御
往
復
書
信

大
津
事
件
京
都
出
張
書
記
官
取
扱
書
類

大
津
事
件
各
庁
通
信

大
津
事
件
発
信
電
報

大
津
事
件
来
信
電
報

仏
清
事
件
・
明
治

十
五
～
十
八
年

未
決
並
廃
案
書

類
・
明
治
二
十
～

大
正
四
年

南
満
州
鉄
道
ニ
依

ル
露
国
兵
輸
送
ニ

関
ス
ル
件
・
大
正

五
年

韓
国
併
合
ニ
関
ス

ル
書
類
・
明
治
四

十
二
～
四
十
三
年

士
族
其
他
勧
業
資

本
金
貸
下
ニ
関
ス

ル
件
・
明
治
十
九

年軍
艦
千
島
衝
突
事

件
・
明
治
二
十
六

～
二
十
八
年

大
津
事
件
・
明
治

二
十
四
年

１３２

１３３

１３４

１３５

１３６

１３７

１３８

１３９

１４０

１４１

１４２

１４３

１４４

１４５

１４６
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白
表
紙
・
大
和
綴

じ
・
B
５
判

白
表
紙
・
大
和
綴

じ
・２０２

×
２８２

m
m

白
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・
B
５
判

白
表
紙
・
大
和
綴

じ
・
B
５
判

白
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・
B
５
判

秘
別
録
（
朱
）
第
１

類
１３
冊
６
函

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

内
閣
記
録
之
印

（
表
紙
右
上
）

――――――――

内
閣
記
録
之
印

―

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

―

―――――――――――――――――

―――――

＊
内
閣

＊
内
閣

＊
内
閣

＊
内
閣

＊
内
閣

＊
内
閣

内
閣

内
閣――内
閣

内
閣

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

表
紙
に
直
書

大
津
事
件
外
務
省
発
受
電
報
原
文

大
津
事
件
外
務
省
発
受
電
報
翻
訳

大
津
事
件
欧
文
新
聞
翻
訳

大
津
事
件
雑

明
治
四
十
五
年
五
月
一
日
現
員
表
内
閣
所
管
各

庁
・
枢
密
院
・
会
計
検
査
院
・
行
政
裁
判
所
・
貴
族
院
・

衆
議
院
・
陸
軍
省
所
属
馬
政
局
臨
時
制
度
整
理
局

明
治
四
十
五
年
五
月
一
日
現
員
表
外
務
省
・
内
務

省
・
大
蔵
省
及
各
所
管
各
庁
臨
時
制
度
整
理
局

明
治
四
十
五
年
五
月
一
日
現
員
表
司
法
省
及
所
管

各
庁
臨
時
制
度
整
理
局

明
治
四
十
五
年
五
月
一
日
現
員
表
文
部
省
・
農
商

務
省
・
逓
信
省
及
各
所
管
各
庁
臨
時
制
度
整
理
局

明
治
四
十
五
年
五
月
一
日
現
員
表
樺
太
庁
・
台
湾

総
督
府
・
関
東
都
督
府
・
朝
鮮
総
督
府
臨
時
制
度

整
理
局

明
治
四
十
五
年
五
月
一
日
現
員
表
警
視
庁
・
北
海

道
庁
・
府
県
臨
時
制
度
整
理
局

各
庁
提
出
事
務
整
理
報
告
臨
時
制
度
整
理
局

個
人
団
体
提
出
整
理
意
見

各
庁
提
出
整
理
意
見
臨
時
制
度
整
理
局

明
治
四
十
五
年
一
月
現
在
各
官
庁
現
員
調
臨
時
制

度
整
理
局

各
省
所
管
整
理
要
目
臨
時
制
度
整
理
局

臨
時
制
度
整
理
ニ
関
ス
ル
書
類
臨
時
制
度
整
理
局

行
政
整
理
ニ
関
ス
ル
閣
議
書
、
臨
時
制
度
整
理
局
総

裁
ニ
報
告
シ
タ
ル
事
項
中
ノ
主
要
、
各
省
対
案
、
官

制
整
理
案
、
各
省
官
制
改
正
案
概
観
臨
時
制
度
整

理
局

臨
時
制
度
整
理
局

書
類
・
大
正
元
年

１４７

１４８

１４９

１５０

１５１

１５２

１５３

１５４

１５５

１５６

１５７

１５８

１５９

１６０

１６１

１６２

１６３
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表
紙
左
上
に
「
秘
函
入
」

（
付
箋
・
朱
）、
後
表
紙
の

見
返
し
右
下
に
�（
大
杉
）

「
秋
山
」
は
校
正
印
、「
浅

野
」
は
謄
写
印

「
筧
」
は
謄
写
印

収
録
年
代
は
M
３２
～
３５
、

「
筧
」
は
謄
写
印

「
筧
」
は
謄
写
印

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

表
紙
右
上
に
�
（
付
箋
）、

原
内
題
は
「
綱
紀
…
件

�
」、
後
表
紙
の
見
返
し

右
下
に
�
（
大
杉
）

表
紙
右
上
に
付
箋
で「
秘
」

（
朱
）・「
大
正
十
年
六
月
廿

五
日
受
領
秘
函
入
保
存
」、

原
内
題
は
「
極
秘
大
正
…

査
定
」、
後
表
紙
の
見
返

し
右
下
に
�
（
大
杉
）

茶
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・
横
綴
じ
・

３９７
×
２７５
m
m

茶
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・１９４×２８０

m
m

第
１
類
別
１
袋
６
函

第
１
類
別
２
冊
７
函

第
１
類
別
１
冊
７
函

第
１
類
別
３
冊
７
函

第
１
類
別
１
冊
７
函

第
１
類
別
３
冊
７
函

第
１
類
別
１
冊
７
函

第
１
類
別
１
冊
７
函

第
１
類
１
袋
別
録
架

８
函

第
１
類
１
袋
別
録
架

８
函

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

――

内
閣
記
録
之
印

――

―秋
山
浅
野筧筧筧筧――筧――筧――

総
理
府

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

内
閣
記
録
課

総
理
府

総
理
府

＊
題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

＊
題
簽

題
簽

題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

大
正
三
四
年
戦
役
文
官
行
賞
査
定
表

自
明
治
十
九
年
至
大
正
元
年
公
文
別
録
内
閣
一

自
明
治
十
九
年
至
同
三
十
一
年
公
文
別
録
内
務
省

自
明
治
十
九
年
至
同
三
十
一
年
公
文
別
録
大
蔵
省

一■
治
■
年
公
文
別
録
大
蔵
省
二

自
明
治
三
十
六
年
至
大
正
元
六
年
公
文
別
録
大
蔵

省
三

自
明
治
十
九
年
至
大
正
元
年
公
文
別
録
陸
軍
省

自
明
治
二
十
一
年
至
同
三
十
一
年
公
文
別
録
海
軍

省
一

自
明
治
三
十
二
年
至
同
三
十
九
年
公
文
別
録
海
軍

省
二

自
大
正
三
年
至
同
六
年
公
文
別
録
海
軍
省
三

自
明
治
二
十
七
年
至
仝
四
十
二
年
公
文
別
録
農
商

務
省

自
明
治
二
十
六
年
至
同
三
十
九
年
公
文
別
録
逓
信

省綱
紀
粛
正
ニ
関
ス
ル
件

大
正
三
四
年
戦
役
ニ
継
ク
戦
役
各
省
行
賞
査
定

大
正
三
、
四
年
戦

役
文
官
行
賞
査
定

表
・
大
正
十
年

内
閣
・
明
治
十
九

～
大
正
元
年

内
務
省
・
明
治
十

九
～
三
十
年

大
蔵
省
・
明
治
十

九
～
大
正
六
年

陸
軍
省
・
明
治
十

九
～
大
正
七
年

海
軍
省
・
明
治
二

十
一
～
大
正
六
年

農
商
務
省
・
明
治
二

十
七
～
大
正
十
年

逓
信
省
・
明
治
二

十
六
～
三
十
九
年

綱
紀
粛
正
ニ
関
ス

ル
件
・
大
正
七
年

大
正
三
、
四
年
戦

役
ニ
継
グ
戦
役
各

省
行
賞
査
定
・
大

正
十
年

１６４

１６５

１６６

１６７

１６８

１６９

１７０

１７１

１７２

１７３

１７４

１７５

１７６

１７７
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原
内
題
（
巻
末
）
は
「
�

大
正
…
書
類
」、
後
表
紙

の
見
返
し
右
下
に
�
（
大

杉
）

封
筒
表
の
右
上
に
「
秘
函

入
」（
朱
）

３
月
２８
日
付
井
上
内
閣
書

記
官
発
信
書
簡

封
筒
表
に
「
近
衛
編
制
ニ

付
御
沙
汰
書
」

封
筒
表
に
「
秘
二
月
廿
四

日
決
」、
封
筒
裏
に
「
内

閣
用
」
印

不
明

M
２３
．１１
．０８
山
県
有
朋
上

奏
勅
語
案

封
筒
表
に
「
内
閣
総
理
大

臣
侯
爵
桂
太
郎
殿
」、
封

筒
裏
に
「
宮
内
大
臣
子
爵

渡
辺
千
秋
」
、
M
４４
．０２
．

１１
桂
太
宛
渡
辺
書
簡

封
筒
表
に
「
秘
（
朱
）
枢

密
院
会
議
ニ
班
列
ノ
辞
令

弐
通
大
正
八
年
六
月
下

條
課
長
ヨ
リ

封
筒
２
点
（
内
封

筒
は
「
内
閣
角

N
o.２
」
・
２３８
×

３３０
m
m
）

状
１
枚

封
筒
１
点
・
状
１

枚封
筒
１
点
・
状
１

枚

不
明

内
閣
罫
紙
３
枚

状
１
枚

封
筒
１
点
・
状
１

枚封
筒
１
点
・
状
２

枚

第
１
類
１
袋
別
録
架

８
函

第
１
類
１
袋
別
録
架

８
函

―――――不
明――――

―――――不
明――――

総
理
府

――――不
明――――

題
簽

封
筒
に
書
き

込
み

―――不
明――――

大
正
十
一
年
行
政
整
理
ニ
関
ス
ル
件

忠
愛
社
外
三
社
ヘ
費
用
下
付
ノ
件
、
近
衛
編
制
ニ
付

御
沙
汰
書
ノ
件
、
予
算
案
議
会
ニ
於
テ
成
立
又
ハ
不

成
立
ノ
時
ニ
関
ス
ル
閣
議
決
定
書
、
教
育
ニ
関
ス
ル

勅
語
、
明
治
廿
三
年
議
会
開
院
式
勅
語
案
、
桂
内
閣

総
理
大
臣
ヘ
勅
語
並
施
薬
救
療
ノ
資
下
賜
ノ
御
沙
汰

伝
宣
書
、
枢
密
院
会
議
ニ
班
列
ノ
辞
令
二
通
、
鹿
児

島
・
熊
本
・
山
口
ノ
三
役
及
朝
鮮
ノ
変
乱
ニ
戦
死
シ

タ
ル
父
母
祖
父
母
ニ
対
シ
扶
助
料
下
賜
ノ
義
ニ
付
宮

内
大
臣
回
答
ノ
書
簡

忠
愛
社
外
三
社
ヘ
費
用
下
付
ノ
件

近
衛
編
制
ニ
付
御
沙
汰
書
ノ
件

予
算
案
議
会
ニ
於
テ
成
立
又
ハ
不
成
立
ノ
時
ニ
関
ス

ル
閣
議
決
定
書

教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
（
欠
）

明
治
廿
三
年
議
会
開
院
式
勅
語
案

桂
内
閣
総
理
大
臣
ヘ
勅
語

施
薬
救
療
ノ
資
下
賜
ノ
御
沙
汰
伝
宣
書

枢
密
院
会
議
ニ
班
列
ノ
辞
令
二
通

行
政
整
理
ニ
関
ス

ル
書
類
・
大
正
十

一
年

忠
愛
社
外
三
社
へ

費
用
下
付
ノ
件
外

六
件
・
大
正
十
一

年

１７８

１７８
―２

１７８
―２

―１

１７８
―２

―２

１７８
―２

―３

（
１７８

―
２
―４
）

１７８
―２

―５

１７８
―２

―６

１７８
―２

―７

１７８
―２

―８
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受
領
秘
函
入
保
存
ス
」、
M

２１
．０５
．１８
明
治
天
皇
御
名

御
璽
の
辞
令
（
そ
れ
ぞ
れ

各
親
王
・
三
条
実
美
宛
）

封
筒
表
に
「
内
閣
総
理
大

臣
伯
爵
山
県
有
朋
殿
秘
親

展
」、
封
筒
裏
に
「
宮
内

大
臣
子
爵
土
方
久
元
」、

M
２３
．１１
．１８
山
県
等
宛
土

方
書
簡

本
文
は
内
閣
罫
紙
、
後
表

紙
の
見
返
し
右
下
に
�

（
大
杉
）

索
引
は
公
文
雑
纂
、
凡
例

は
内
閣
、
目
録
は
公
文
類

聚
罫
紙
、
後
表
紙
の
見
返

し
右
下
に
�
（
大
杉
）

封
筒
１
点
・
状
１

枚

別
録
類
１
冊
８
函

別
録
類
１
冊
８
函

―――――――――――――――――

―――――――――――――――――

――――

出
所
名
な
し

総
理
府

総
理
府

総
理
府

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

総
理
府

――

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

鹿
児
島
・
熊
本
・
山
口
ノ
三
役
及
朝
鮮
ノ
変
乱
ニ
戦

死
シ
タ
ル
父
母
祖
父
母
ニ
対
シ
扶
助
料
下
賜
ノ
義
ニ

付
宮
内
大
臣
回
答
ノ
書
簡

衆
規
淵
鑑
公
文
年
月
表

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
目
録

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
一
抜
萃
一
官
房

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
二
第
一
局
・
秘
史
局

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
三
第
二
局
・
第
三
局
・
軍

務
局
・
砲
兵
局
・
第
四
局
・
築
造
局

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
四
第
五
局
・
会
計
局
・
軍

資
献
物

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
五
俸
給

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
六
旅
費
・
財
賄

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
七
被
服
・
物
品

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
八
参
謀
局

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
九
近
衛
局

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
十
鎮
台

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
十
一
東
京
鎮
台

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
十
二
仙
台
鎮
台
・
名
古
屋

鎮
台
・
大
阪
鎮
台

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
十
三
広
島
鎮
台
・
熊
本
鎮

台

陸
軍
省
衆
規
渕
鑑

公
文
年
月
表
・
明

治
元
～
八
年

陸
軍
省
衆
規
渕
鑑

目
録
・
明
治
元
～

八
年

１７８
―２

―９

１７８
―２

―１０

１７９

１８０

１８１

１８２

１８３

１８４

１８５

１８６

１８７

１８８

１８９

１９０

１９１

１９２

１９３
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本
文
は
公
文
類
聚
罫
紙
、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

本
文
は
公
文
類
聚
罫
紙
、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

本
文
は
公
文
類
聚
罫
紙
、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

別
録
類
２６
冊
８
函

別
録
類
１
冊
８
函

別
録
類
１
冊
８
函

別
録
類
３
冊
８
函

別
録
類
２
冊
８
函

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

出
所
名
な
し

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

出
所
名
な
し

総
理
府

総
理
府

＊
公
文
類
聚

―

＊
公
文
類
聚

――――

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
十
四
・
十
五
抜
萃
十
四
・
十
五

造
兵
司
・
武
庫
司
・
砲
兵
本
廠
・
工
兵
方
面

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
十
六
・
十
七
抜
萃
十
六
・
十
七

士
官
学
校
・
戸
山
学
校
・
教
導
団
・
幼
年
学
校
・
兵

学
寮

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
十
八
抜
萃
十
八
本
病
院

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
十
九
・
二
十
抜
萃
十
九
・
二
十

裁
判
所
・
軍
馬
局
・
病
馬
厩

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
廿
一
・
廿
二
・
廿
三
抜
萃
廿

一
・
廿
二
・
廿
三
衛
戍
本
部
・
詔
勅
・
諭
告
・
黜

陟
・
後
備
軍
・
兵
制

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
廿
四
抜
萃
廿
四
・
廿
五
徴
募
・

操
練

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
二
十
六
・
二
十
七
出
師
・

隊
則

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
廿
八
恩
賞

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
廿
九
刑
法

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
三
十
・
三
十
一
葬
祭
・
帰

休
・
儀
式

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
三
十
二
・
三
十
三
・
三
十

四
・
三
十
五
服
制
・
徽
章
・
文
格
・
申
稟
・
履
歴

附
名
簿
・
土
地

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
三
十
六
表
簿

陸
軍
省
衆
規
淵
鑑
抜
萃
三
十
七
外
国

元
年
海
軍
公
文
類
纂
並
拾
遺
抄
録
全

二
年
海
軍
公
文
類
纂
並
拾
遺
抄
録
全

三
年
海
軍
公
文
類
纂
並
拾
遺
抄
録
一
・
二

三
年
海
軍
公
文
類
纂
並
拾
遺
抄
録
三
・
四
・
五

三
年
海
軍
公
文
類
纂
並
拾
遺
抄
録
六
・
七
・
八

海
軍
公
文
類
纂
抄
録
五
年
・
六
年

海
軍
公
文
類
纂
抄
録
七
年

陸
軍
省
衆
規
渕
鑑

抜
粋
・
明
治
元
～

八
年

海
軍
公
文
類
纂
並

拾
遺
抄
録
・
明
治

元
～
三
年

海
軍
公
文
類
纂
抄

録
・
明
治
五
～
七

年

１９４

１９５

１９６

１９７

１９８

１９９

２００

２０１

２０２

２０３

２０４

２０５

２０６

２０７

２０８

２０９

２１０

２１１

２１２

２１３
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後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

表
紙
に
「
此
書
ハ
明
治
廿

年
十
一
月
中
岩
倉
家
書
類

借
入
ノ
祭
本
局
公
文
録
ト

異
同
不
足
ヲ
抜
シ
謄
写
セ

シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
」（
付

箋
）、
本
文
は
公
文
類
聚

罫
紙
、
後
表
紙
の
見
返
し

右
下
に
�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

別
録
類
１
冊
８
函

公
文
別
録
類
１
冊
８

函別
録
類
１
冊
８
函

―――

――

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

――――――――――――――

――

内
閣
記
録
課

内
閣

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣

＊
題
簽

＊
題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

海
軍
省
公
文
類
纂
索
引
自
元
年
至
六
年

肥
前
国
浦
上
村
耶
蘇
宗
徒
処
置
一
件

公
文
別
録
大
正
十
三
年
行
政
整
理
関
係
書
類

公
文
別
録
大
正
十
三
年
行
政
財
政
整
理
ニ
関
ス
ル

件公
文
別
録
昭
和
六
年
行
政
並
軍
備
整
理
関
係
書
類

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
明
治
二
十
二
年
至
明
治

三
十
一
年
卷
一

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
明
治
三
十
二
年
至
明
治

四
十
二
年
卷
二

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
明
治
四
十
三
年
至
大
正

六
年
卷
三

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
大
正
七
年
至
大
正
十
二

年
卷
四

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
大
正
十
三
年
至
昭
和
四

年
卷
五

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
昭
和
五
年
至
昭
和
八
年

卷
六

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
昭
和
九
年
至
昭
和
十
二

年
卷
七

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
昭
和
十
三
年
至
昭
和
十

五
年
卷
八

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
昭
和
十
六
年
至
昭
和
十

八
年
卷
九

海
軍
省
公
文
類
纂

索
引
・
明
治
元
～

六
年

肥
前
国
浦
上
村
耶

蘇
宗
徒
処
置
・
明

治
二
十
年

行
政
整
理
関
係
書

類
・
大
正
十
三
～

十
五
年

行
政
並
軍
備
整
理

関
係
書
類
・
昭
和

六
年

親
任
官
任
免
・
明

治
二
十
二
～
昭
和

二
十
二
年

２１４

２１５

２１６

２１７

２１８

２１９

２２０

２２１

２２２

２２３

２２４

２２５

２２６

２２７
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後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

複
写
本
（
原
本
は
国
際
検

察
局
IP
Sに
接
受
・
未
返

還
、
も
と
も
と
は
２３１
の

一
部
）、
目
次
欄
外
に

「
E
xd３５０６

―B
」

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
現
在

二
冊
に
分
割
・
装
訂
（
丸

帙
入
り
）、
目
次
欄
外
に

「
３５１１

」

表
紙
右
上
に
付
箋
（
赤
）、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
目
次

欄
外
に
「
３５１１

―F
」、
後

表
紙
の
見
返
し
右
下
に
�

（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
西
川
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

茶
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・
A
４
判

茶
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・
１９５
×
２８１

m
m

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ
・
２０３
×
２８１

m
m
（
原
本
は
仮

綴
）

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ
・
A
４
判

（
原
本
は
仮
綴
・

B
５
判
）

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ
・
A
４
判

（
原
本
は
仮
綴
・

B
５
判
）

――

――――――

内
閣
記
録
之
印

――

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

―

――――――――――――

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

出
所
名
な
し

総
理
府

大
日
本
帝
国

政
府

大
日
本
帝
国

政
府

内
閣
官
房
記

録
課

出
所
名
な
し

総
理
府

内
閣
官
房
記

録
課内
閣

総
理
府

＊
題
簽

＊
題
簽

＊
題
簽

題
簽

表
紙
に
直
書

題
簽

題
簽

題
簽

＊
題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

公
文
別
録
親
任
官
任
免
昭
和
十
九
年
起
十

公
文
別
録
親
任
官
任
免
昭
和
二
十
年
卷
十
一

公
文
別
録
親
任
官
任
免
自
昭
和
二
十
一
年
至
昭
和

二
十
二
年
卷
十
二
止

公
文
別
録
内
閣
一
自
大
正
十
二
年
至
昭
和
十
二

年公
文
別
録
内
閣
一
ノ
二
自
昭
和
十
年
至
昭
和
十

一
年

公
文
別
録
内
閣
二
自
昭
和
十
二
年
至
昭
和
十
四

年昭
和
十
六
年
公
文
別
録
内
閣
三

公
文
別
録
内
閣
四

公
文
別
録
自
昭
和
十
七
年
至
昭
和
十
九
年
内
閣

五昭
和
十
八
年
公
文
別
録
内
閣
六
現
情
勢
下
ニ
於

ケ
ル
国
政
運
営
要
綱
右
要
綱
ニ
基
ク
措
置
案

昭
和
十
三
年
公
文
別
録
内
閣
七
第
三
委
員
会
審

議
経
過
報
告

公
文
別
録
内
務
省

内
閣
・
大
正
十
二

～
昭
和
十
九
年

内
務
省
・
大
正
十

四
～
昭
和
三
年

２２８

２２９

２３０

２３１

２３２

２３３

２３４

２３５

２３６

２３７

２３８

２３９

279



後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）不
明

不
明

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
原
表

紙
右
上
に
「
極
秘
」
印
・

「
D
oc
N
o.３５１０

―A
」、
現

在
二
冊
に
分
割
・
装
訂

（
丸
帙
入
り
）、
後
表
紙
の

見
返
し
右
下
に
�（
大
杉
）

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
原
表

紙
右
上
に
「
極
秘
」
印
、

現
在
二
冊
に
分
割
・
装
訂

（
丸
帙
入
り
）、
後
表
紙
の

見
返
し
右
下
に
�（
大
杉
）

IP
Sに
接
受
・
未
返
還

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
坂
田
）不
明

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
現
在

二
冊
に
分
割
・
装
訂
（
丸

帙
入
り
）、
後
表
紙
の
見

返
し
右
下
に
�（
大
杉
）

不
明

不
明

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ
・
A
４
判（
原

本
は
仮
綴
・
B
５

判
）

不
明

不
明

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ
・
A
４
判（
原

本
は
四
つ
目
綴

じ
・
B
５
判
）

――――

――不
明

不
明――不
明―

内
閣
記
録
之
印

不
明

内
閣
記
録
之
印

――不
明

不
明――不
明――不
明―

総
理
府

総
理
府

不
明

不
明

総
理
府

総
理
府

不
明

総
理
府

内
閣
官
房
記

録
課不
明

内
閣
官
房
記

録
課

題
簽

＊
題
簽

不
明

不
明

題
簽

表
紙
に
直
書

不
明

題
簽

題
簽

不
明

題
簽

公
文
別
録
大
蔵
省
・
陸
軍
省
・
海
軍
省
・
司
法

省
・
商
工
省
・
逓
信
省
・
大
東
亜
省

公
文
別
録
大
蔵
省
・
陸
軍
省
・
海
軍
省
・
商
工

省
・
逓
信
省
・
大
東
亜
省
・
内
務
省

欠
本

欠
本

昭
和
十
五
年
公
文
別
録
内
閣
企
画
院
ニ
関
ス
ル

件
三

昭
和
十
六
年
公
文
別
録
内
閣
企
画
院
ニ
関
ス
ル

件
（
四
）

欠
本

昭
和
十
八
年
公
文
別
録
内
閣
企
画
院
上
申
綴

公
文
別
録
総
動
員
計
画
関
係
書
類
自
昭
和
四
年
至

昭
和
六
年
一

欠
本

公
文
別
録
総
動
員
計
画
関
係
書
類
昭
和
八
年
昭
和

十
一
年
三
附
国
家
総
動
員
会
議
関
係
書
類

大
蔵
省
・
陸
軍

省
・
海
軍
省
・
司

法
省
・
大
東
亜

省
・
大
正
十
二
～

昭
和
十
九
年

大
蔵
省
・
陸
軍
省

・
海
軍
省
・
商
工

省
・
逓
信
省
・
大

東
亜
省
・
内
務
省
・

昭
和
六
～
十
八
年

内
閣
（
企
画
院
上

申
書
類
）・
昭
和

十
五
～
十
八
年

総
動
員
計
画
関
係

書
類
・
昭
和
四
～

二
十
年

２４０

２４１

（
２４２
）

（
２４３
）

２４４

２４５

（
２４６
）

２４７

２４８

（
２４９
）

２５０
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複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
現
在

二
冊
に
分
割
・
装
訂
（
丸

帙
入
り
）、
後
表
紙
の
見

返
し
右
下
に
�（
大
杉
）

不
明

表
紙
右
上
に
付
箋
（
赤
）、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
現
在

二
冊
に
分
割
・
装
訂
（
丸

帙
入
り
）、
原
表
紙
右
上

に
付
箋
（
色
不
明
）、
後

表
紙
の
見
返
し
右
下
に
�

（
大
杉
）

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
現
在

二
冊
に
分
割
・
装
訂
（
丸

帙
入
り
）、
原
表
紙
の
見

返
し
に
「
IP
S
D
oc
３５１１

―g」、
後
表
紙
の
見
返
し

右
下
に
�
（
大
杉
）

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
現
在

二
冊
に
分
割
・
装
訂
（
丸

帙
入
り
）、
原
表
紙
右
上

に
付
箋（
色
不
明
）・「
３５１１

―H
」、
後
表
紙
の
見
返
し

右
下
に
�
（
大
杉
）

複
写
本
（
原
本
は
IP
Sに

接
受
・
未
返
還
）、
現
在

二
冊
に
分
割
・
装
訂
（
丸

帙
入
り
）、
原
表
紙
右
上

に
付
箋（
色
不
明
）・「
３５１１

―I」、
後
表
紙
の
見
返
し

右
下
に
�
（
大
杉
）

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ
・
A
４
判（
原

本
は
四
つ
目
綴

じ
・
B
５
判
）

不
明

茶
表
紙
・
五
つ
目

綴
じ
・
A
４
判（
原

本
は
四
つ
目
綴

じ
・
B
５
判
）

―

内
閣
記
録
之
印

不
明

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

―不
明―――――

内
閣
官
房
記

録
課不
明

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課―

内
閣
官
房
記

録
課

題
簽

不
明

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
自
昭
和
十

二
年
至
昭
和
十
四
年
一欠
本

公
文
別
録
昭
和
十
五
年
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書

類
三

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
四

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
五

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
六

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
七

物
資
動
員
計
画
等

関
係
書
類
・
昭
和

四
～
二
十
年

２５１

（
２５２
）

２５３

２５４

２５５

２５６

２５７
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表
紙
右
上
に
付
箋
（
赤
）、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

表
紙
右
上
に
付
箋
（
赤
）、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

IP
Sに
接
受
・
未
返
還

表
紙
右
上
に
付
箋
（
赤
）、

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

後
表
紙
の
見
返
し
右
下
に

�
（
大
杉
）

補
注
：
１
）「
公
文
別
録
」
各
簿
冊
の
配
架
番
号
（
簿
冊
表
紙
右
下
の
ラ
ベ
ル
か
ら
）
の
「
２
A
―１

―別
○
○
○
」
の
「
別
」
以
下
の
数
字
を
採
っ
た
。

２
）
簿
冊
表
題
は
外
題
を
採
り
、
題
簽
と
副
題
簽
が
並
存
す
る
場
合
は
題
簽
→
副
題
簽
の
順
に
記
す
る
の
を
原
則
と
し
た
。
ま
た
複
写
本
と
し
て
現
存
す
る
簿
冊
の
中
に
は
、
そ
の
扉

が
原
本
の
表
紙
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
簿
冊
表
題
や
記
入
方
法
は
原
本
の
も
の
を
採
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
国
立
公
文
書
館
の
「
公
文
別
録
」
目
録
や
同

館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
に
お
け
る
簿
冊
表
題
と
は
や
や
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

３
）
題
簽
に
は
二
重
の
枠
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
の
二
種
類
が
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
「
＊
」
を
付
し
た
。

４
）
目
次
の
な
い
簿
冊
は
扉
の
料
紙
を
採
り
、
そ
の
場
合
は
「
＊
」
を
付
し
た
。

５
）
こ
の
欄
が
空
欄
で
あ
る
場
合
、
そ
の
簿
冊
の
形
態
は
「
茶
表
紙
（
模
様
な
し
）・
四
つ
目
綴
じ
（
明
朝
綴
じ
）・
B
５
判
（
１８０

―１９０
×
２６０

―２７０
m
m
）・
角
裂
な
し
」
で
あ
る
。

不
明

茶
表
紙
・
四
つ
目

綴
じ
・
横
綴
じ
・

A
３
判

―

内
閣
記
録
之
印

内
閣
記
録
之
印

不
明

内
閣
記
録
之
印

――――――

――不
明―――――――

内
閣
官
房
記

録
課

内
閣
官
房
記

録
課不
明

内
閣
官
房
記

録
課総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

総
理
府

題
簽

題
簽

不
明

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

題
簽

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
八

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
九

欠
本

公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
十
一

昭
和
十
九
年
公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書

類
十
二

昭
和
十
九
年
公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書

類
十
三

昭
和
二
十
年
公
文
別
録
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書

類
十
四

昭
和
十
八
年
公
文
別
録
国
家
総
動
員
計
画
及
物
資

動
員
計
画
関
係
書
類
一

昭
和
十
八
年
公
文
別
録
国
家
総
動
員
計
画
及
物
資

動
員
計
画
関
係
書
類
二

昭
和
十
九
年
公
文
別
録
国
家
総
動
員
計
画
及
物
資

動
員
計
画
関
係
書
類
三

国
家
総
動
員
計
画

及
物
資
動
員
計
画

関
係
書
類
・
昭
和

四
年
～
二
十
年

２５８

２５９

（
２６０
）

２６１

２６２

２６３

２６４

２６５

２６６

２６７
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表
２
：
現
存
し
な
い
「
公
文
別
録
」
簿
冊
の
各
時
代
別
変
遷

公
文
別
録
索
引

（
S２０
？
）

―

第
一
公
文
別
録

（
S１８
？
）

――

〇
（
１
類
４
冊
４
函
）

―

〇
（
１
類
５
冊
４
函
）

〇
（
１
類
４
冊
４
函
）

〇
（
１
類
３
冊
４
函
）

〇
（
１
類
３
冊
４
函
）

〇
（
１
類
６
冊
５
函
）

―

〇
（
１
類
３
冊
５
函
）

〇
（
１
類
２
冊
５
函
）

〇
（
１
類
２
冊
５
函
）

―

〇
（
１
類
１４
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
６
函
）

―

別
録目
録
B・
C・
D（
T１０
？
）

―

〇
（
１
類
１
冊
４
函
）

〇
（
１
類
４
冊
４
函
）

―

〇
（
１
類
５
冊
４
函
）

〇
（
１
類
４
冊
４
函
）

〇
（
１
類
３
冊
４
函
）

〇
（
１
類
３
冊
４
函
）

〇
（
１
類
６
冊
５
函
）

―

〇
（
１
類
３
冊
５
函
）

〇
（
１
類
２
冊
５
函
）

〇
（
１
類
２
冊
５
函
）

―

〇
（
１
類
１４
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
６
函
）

―

目
録
A
（
T６
？
）

〇
（
１
類
２
袋
２
函
）

―

〇
（
１
類
４
冊
３
函
）

〇
（
１
類
２０
冊
４
函
）

―

〇
（
１
類
７
冊
５
函
）

―

〇
（
１
類
９
冊
５
函
）

―

〇
（
１
類
６
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
５
函
）

〇
（
１
類
７
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
５
函
）

〇
（
１
類
１
冊
６
函
）

公
文
別
録
索
引

（
M
１８
？
）

―

〇
（
３
冊
）

簿
冊
表
題

公
文
別
録
大
蔵
卿
建
議
並
機
密
事
件

公
文
別
録
各
国
公
信
附
新
聞
抄
訳
自
明
治
２
年
至
同
４
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
自
明
治
１１
年
至
同
１８
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
自
明
治
１９
年
至
同
３２
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
自
明
治
１９
年
至
同
２８
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
明
治
２９
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
明
治
３０
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
明
治
３１
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
明
治
３２
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
自
明
治
３３
年
至
同
３５
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
明
治
３３
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
明
治
３４
年

公
文
別
録
各
国
機
密
公
信
明
治
３５
年

公
文
別
録
海
軍
大
臣
報
告
自
明
治
２９
年
至
同
４２
年

公
文
別
録
海
軍
大
臣
報
告
自
明
治
２９
年
至
大
正
８
年

公
文
別
録
海
軍
大
臣
報
告
大
正
９
年

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
１１
～
１６
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
１７
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
１９
号

明
治
卅
七
八
年
戦
役
満
州
軍
政
史
１
・
３
・
５
・
７
・
８
・
９
・
１０
巻

独
国
工
業
動
員
ニ
関
ス
ル
普
国
陸
軍
省
原
料
課
長
ノ
口
演
要
旨

暹
羅
国
外
交
行
政
沿
革
及
顧
問
制
度

支
那
ニ
於
ケ
ル
外
国
人
経
営
ニ
係
ル
公
益
的
施
設
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告

支
那
ニ
於
ケ
ル
各
国
外
交
関
係
参
考
資
料

日
独
戦
役
講
和
準
備
委
員
会
決
議
及
説
明

番
号１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５
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〇〇〇

補
注
：
１
）
各
索
引
・
目
録
の
出
典
は
、『
公
文
別
録
索
引

自
明
治
十
五
年
至
同
十
六
八
年
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
総
／
１２０２

）、『
別
録
』（
同
上
、
総
／
９０３
）、『
第
一

公
文
別
録
』

（
同
上
、
総
／
９２５
）、『
明
治
十
九
年
起

公
文
別
録
索
引
』（
同
上
、
総
／
１２０３

）。
な
お
『
別
録
』
に
は
四
つ
の
目
録
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
収
録
順
に
沿
っ
て
目
録
A
・
B
・

C
・
D
と
し
た
。

２
）
各
索
引
・
目
録
欄
の
（

）は
推
定
作
成
年
代
で
あ
る
。

３
）
「
―
」
は
そ
の
索
引
・
目
録
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
斜
線
は
そ
の
索
引
・
目
録
の
収
録
年
代
外
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

〇
（
１
類
１
冊
７
函
）

〇
（
１
類
６
冊
７
函
）

〇
（
１
類
１
袋
８
函
）

〇
（
１
類
１
冊
８
函
）

〇
（
１
類
３
冊
８
函
）

〇
（
１
類
２
冊
８
函
）

―

〇
（
１
類
１
冊
７
函
）

〇
（
１
類
６
冊
７
函
）

〇
（
１
類
１
袋
８
函
）

〇
（
１
類
１
冊
６
函
）

〇
（
１
類
１
冊
６
函
）

〇
（
１
類
１
冊
６
函
）

〇
（
１
類
２
冊
６
函
）

〇
（
１
類
４
冊
６
函
）

〇

同
会
議
録

日
独
戦
役
講
和
準
備
調
査
意
見
書

日
独
戦
役
講
和
準
備
調
査
附
属
参
考
資
料

同
附
属
参
考
調
書

明
治
三
十
七
八
年
戦
役
満
州
軍
政
史
第
２
巻
上
下
・
第
４
巻
・
第
６
巻

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報

公
文
別
録
内
閣
２
自
大
正
３
年
至
同
１０
年

公
文
別
録
外
務
省
１
～
６
自
明
治
１９
年
至
大
正
９
年

公
文
別
録
国
防
方
針
補
修
書
他
一
件
大
正
７
年

公
文
別
録
外
交
等
ニ
関
ス
ル
書
類
自
明
治
２７
年
至
大
正
１１
年

公
文
別
録
海
軍
大
臣
報
告
自
大
正
１０
年
至
昭
和
４
年

公
文
別
録
勅
語
寿
詞
起
草
委
員
会
議
事
録
昭
和
３
年

行
政
財
政
整
理
ニ
関
ス
ル
件
昭
和
６
年

枢
密
院
上
奏
撤
回
書
類
１
～
１３
・
別

特
別
叙
勲
訓
令
綴

２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７３８３９４０
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表
３
：
『
自
明
治
十
九
年
至
大
正
元
年

公
文
別
録

陸
軍
省
』（
別
／
１７０
）
所
収
文
書
の
処
理
過
程

備
考

閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
秘
」（
朱
）

閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
秘
」

閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
極
秘
」（
朱
）

内
閣
書
記
官
供
覧
書

欄
外
右
上
に
「
秘
」

（
朱
）

閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
秘
」（
朱
）

記
録
課
（『
件
名
簿
』）

編
入
書
名

――――――――――――――

受
領
日

――――――――――――――

内
閣
書
記
官
室
（『
件
名
録
』）

記
録

�
入

（
付
箋
・
朱
）

当
分
�
入

（
付
箋
・
朱
）

当
分
秘
入

（
付
箋
・
朱
）

秘
入（
付
箋
）

秘
函
入

（
付
箋
・
朱
）

―――�
入

（
付
箋
・
朱
）

当
分
秘
入

（
付
箋
）

�（
志
村
）

秘
入（
付
箋
）

秘
入（
付
箋
）

秘
入（
付
箋
）

秘
入（
付
箋
）

決
裁
日

M
１９
．０１
．２３

M
２１
．０６
．０７

M
２３
．０９
．２９

M
２７
．０６
．２６

M
２７
．０９
．１１

M
２８
．０５
．０３

M
２９
．０３
．０３

M
２９
．０８
．１３

M
３１
．０１
．０７

M
３１
．０６
．２３

M
３１
．１０
．０４

M
３１
．１０
．１２

M
３２
．０５
．２３

M
３２
．０６
．１２

受
領
日

―

M
２１
．０３
．３０

M
２３
．０９
．２２

M
２７
．０６
．２４

M
２７
．０９
．１０

M
２８
．０５
．０２

M
２９
．０２
．２６

―

M
３０
．１２
．２７

M
３１
．０６
．１７

M
３１
．０９
．２９

M
３１
．１０
．１２

M
３２
．０３
．２８

M
３２
．０３
．２８

番
号

陸
甲
８

陸
甲
３０

陸
甲
４２

陸
甲
４１

陸
甲
８０

陸
乙
５

陸
甲
９

―

陸
甲
１２７

陸
甲
３８

陸
甲
５９

陸
甲
６４

陸
甲
３４

陸
甲
４１

陸
軍
省

秘
印―――――――――――秘―極
秘

番
号―

送
甲
第
５３６
号

密
発
第
５３
号

送
甲
第
７４３
号

送
甲
第
１１９８

号

―

送
甲
第
３４４
号

送
乙
第
３１０６

号

送
甲
第
３５２５

号

送
甲
第
１５２１

号

送
甲
第
２１５４

号

密
発
第
１３４
号

密
発
第
５６
号

密
発
第
６６
号

上
申
日

―

M
２１
．０３
．３０

M
２６
．０９
．２２

M
２７
．０６
．２４

M
２７
．０９
．１０

M
２８
．０５
．０２

M
２９
．０２
．２６

M
２９
．０８
．１１

M
３０
．１２
．２７

M
３１
．０６
．１７

M
３１
．０９
．２９

M
３１
．１０
．１２

M
３２
．０３
．２８

M
３２
．０３
．２８

件
名

陸
軍
軍
用
新
式
銃
并
弾
薬
製
造
費
繰
上
交
付
ノ
件

廃
兵
器
売
却
代
ヲ
以
テ
連
発
銃
製
造
費
ニ
充
用
ノ
件

広
島
ヨ
リ
赤
間
関
ニ
達
ス
ル
鉄
道
線
路
撰
択
ノ
件

船
舶
購
入
ニ
関
ス
ル
件

韓
銭
鋳
造
ヲ
朝
鮮
政
府
ニ
勧
告
ス
ル
ノ
件

在
旅
順
山
県
陸
軍
大
将
電
報
ノ
件

移
住
清
国
人
劉
雨
田
外
七
名
ヘ
特
別
賜
金
ノ
件

都
督
部
ノ
位
置
及
管
轄
区
域

清
国
人
催
宝
元
ヘ
特
別
賜
金
ノ
件

元
清
国
人
沈
伝
ヘ
特
別
賜
金
ノ
件

三
十
一
年
度
施
行
額
ノ
前
年
度
予
算
ニ
対
シ
減
少
セ

シ
差
額
内
使
用
ノ
件

臨
時
軍
事
費
機
密
費
前
年
度
予
算
ニ
対
シ
本
年
度
要

求
額
ノ
減
少
セ
シ
差
額
内
使
用
ノ
件

臨
時
軍
事
費
中
前
年
度
予
算
ニ
対
シ
本
年
度
要
求
額

ノ
減
少
セ
シ
差
額
内
使
用
ノ
件

臨
時
軍
事
費
三
十
一
年
度
施
行
額
ノ
前
年
度
予
算
ニ

対
シ
減
少
セ
シ
差
額
内
使
用
ノ
件

文
書
番
号１２３４５６７８９１０１１１２１３１４
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閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
極
秘
」

閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
秘
」、『
件
名
録
』

欄
外
右
上
に
「
秘
」

（
朱
）

――――――秘
入

（
付
箋
・
朱
）

―――――――――

――――――――――――――――

秘
入（
付
箋
）

秘
入（
付
箋
）

秘
入

（
付
箋
・
朱
）

秘
入（
付
箋
）

秘
入（
付
箋
）

秘
入（
付
箋
）

秘
入

（
付
箋
・
朱
）

―秘
入

（
付
箋
）

秘
入

（
付
箋
・
朱
）

当
分
秘
入

（
付
箋
・
朱
）

―――秘
入

（
付
箋
）

当
分
秘
入

（
付
箋
・
朱
）

M
３２
．０６
．２７

M
３２
．０３
．３１

M
３２
．０８
．０５

M
３２
．１１
．１４

M
３３
．０６
．１８

M
３４
．０９
．０５

M
３６
．０７
．１５

M
３８
．１２
．２９

M
３９
．０７
．１４

M
３９
．０７
．２７

M
４０
．０９
．３０

―――

M
４１
．０１
．１０

M
４３
．０３
．０２

M
３２
．０３
．２８

M
３２
．０３
．２８

M
３２
．０７
．３１

M
３２
．１１
．０７

M
３３
．０６
．１８

M
３４
．０８
．２９

M
３６
．０７
．１４

M
３８
．１２
．２７

M
３９
．０７
．１３

M
３９
．０７
．２７

M
４０
．０９
．２７

―――

M
４０
．１２
．２４

M
４３
．０２
．０７

陸
甲
４３

陸
甲
１７

陸
甲
４７

陸
甲
８１

陸
乙
５

陸
甲
３９

陸
甲
２５

陸
甲
６４

陸
甲
４７

陸
乙
１６

陸
甲
４９

―――

陸
甲
６７

陸
甲
４

秘――秘――秘――――秘秘――秘

密
発
第
７８
号

送
甲
第
５６０
号

送
甲
第
１３４２

号

密
発
第
１５９
号

臨
密
発
第
３３
号

密
発
第
１１７
号

臨
密
発
第
２３
号

密
発
第
１１１
号

密
発
第
１３５
号

満
密
発
第
２３９

号

送
甲
第
１８０８

号

密
発
第
１４６
号

密
発
第
１５３
号

―

陸
密
第
５６
号

陸
密
第
２０
号

M
３２
．０３
．２８

M
３２
．０３
．２８

M
３２
．０７
．３１

M
３２
．１１
．０７

M
３３
．０６
．１８

M
３４
．０８
．２９

M
３６
．０７
．１４

M
３８
．１２
．２７

M
３９
．０７
．１３

M
３９
．０７
．２６

M
４０
．０９
．２７

M
４０
．０８
．２４

M
４０
．０９
．０６

M
４０
．０３
．０５

M
４０
．１２
．２０

M
４３
．０２
．０７

臨
時
軍
事
費
三
十
一
年
度
施
行
額
ノ
前
年
度
予
算
ニ

対
シ
減
少
セ
シ
差
額
内
使
用
ノ
件

清
国
人
馬
玉
ヘ
特
別
賜
金
ノ
件

清
国
金
州
人
王
日
成
賞
与
ノ
件

韓
国
咸
鏡
道
地
方
測
量
費
ニ
関
ス
ル
件

陸
軍
大
臣
報
告
臨
時
派
遣
隊
司
令
官
ヘ
命
令
ノ
件

上
海
ノ
駐
屯
兵
交
代
ノ
件

清
国
塘
沽
ニ
於
テ
地
所
買
収
ニ
関
ス
ル
件

鉄
道
国
有
決
定
ノ
上
ハ
某
区
域
ヲ
画
シ
陸
軍
演
習
訓

練
ノ
為
経
営
ス
ル
ノ
件

韓
国
暴
徒
首
領
者
処
刑
ニ
関
ス
ル
件

沙
河
子
ヨ
リ
公
都
�
停
車
場
南
方
信
号
柱
ニ
至
ル
鉄

道
線
路
地
区
授
受
結
了
ニ
関
ス
ル
公
文
書
並
鉄
道
線

路
引
渡
手
続
ニ
関
ス
ル
協
約
覚
書
ノ
件

韓
国
ニ
於
ケ
ル
憲
兵
増
加
ニ
関
ス
ル
経
費
ノ
件

間
島
統
監
府
派
出
所
開
設
ニ
関
シ
韓
国
駐
箚
軍
司
令

官
ノ
訓
令
報
告
ノ
件

同
上
訓
令
変
更
報
告
ノ
件

独
逸
将
校
隊
附
ニ
関
ス
ル
件

韓
国
憲
兵
増
派
ニ
関
ス
ル
件

旅
順
開
城
ノ
際
帝
国
陸
軍
ノ
押
収
シ
タ
ル
露
国
郵
便

切
手
類
ノ
処
分
ニ
関
ス
ル
件

１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４

２５
―１

２５
―２

２５
―３

２５
―４

２６２７
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閣
議
書
・『
件
名
録
』

欄
外
右
上
に
「
秘
」

（
朱
）

閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
秘
」

内
閣
書
記
官
供
覧
書

欄
外
右
上
に「
極
秘
」

閣
議
書
欄
外
右
上
に

「
秘
」

―――――――――別
録

別
録―別
録

別
録

別
録

別
録

別
録

―

T１０
．１０
．０７

T１０
．１０
．０７

T１０
．１０
．０７

T１０
．１０
．０７

T１０
．１０
．０７

T１０
．１０
．０７

T１０
．１０
．０７

T１０
．１０
．０７

T６
．０４
．２７

T６
．０４
．２６

―

T６
．０４
．２７

T６
．０４
．２６

T６
．０４
．２６

T６
．０４
．２７

T６
．０４
．２６

秘
入

（
付
箋
）

秘
入

（
付
箋
）

秘
入

（
付
箋
）

秘
入

（
付
箋
）

秘
入

（
付
箋
）

――――

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�
（
畝
目
）

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

T１
．０９
．１０

T３
．０２
．２１

T３
．０５
．１６

T３
．０７
．０４

T３
．０８
．１２

T３
．０９
．０７

T３
．１０
．０８

T３
．１１
． ―

―

T３
．１２
．―

―

T３
．０８
．１８

―

T４
．０５
．２４

T４
．０２
．１７

T４
．０９
．１６

（
マ
マ
）

T５
．０８
．１０

T５
．１２
．２０

T５
．１２
．２２

T１
．０９
．０２

T３
．０２
．２１

T３
．０５
．１５

T３
．０７
．０３

T３
．０８
．１１

T３
．０９
．０７

T３
．１０
．０７

T３
．１１
．２５

T３
．１２
．０５

T３
．０８
．１８

T３
．１２
．２５

―

T４
．０２
．１５

T４
．０９
．１７

T５
．０８
．０４

T５
．１２
．１６

T５
．１２
．２０

陸
甲
１５

陸
乙
３

陸
乙
１１

陸
乙
１７

陸
乙
１８

陸
乙
２７

陸
乙
３３

陸
乙
４２

陸
乙
４４

陸
甲
１６

陸
乙
４８

陸
乙
３７

―２

陸
甲
３

陸
甲
２５

―２

陸
甲
２１

陸
甲
３１

陸
甲
３２

秘秘―秘―秘―秘秘秘秘極
秘秘極
秘秘秘―

陸
密
第
３５
号

陸
密
第
２１
号

陸
密
第
７１
号

陸
密
第
１１４
号

陸
密
第
１３６
号

陸
密
第
１８６
号

陸
密
第
２１０
号

陸
密
第
２５６
号

欧
発
第
１４４５

号

欧
発
第
９３
号

欧
発
第
１６３４

号

―

欧
発
第
２９８
号

―

欧
発
第
６９７
号

欧
発
第
１１１９

号

陸
密
第
２４８
号

T１
．０９
．０２

T３
．０２
．２１

T３
．０５
．１５

T３
．０７
．０３

T３
．０８
．１０

T３
．０９
．０７

T３
．１０
．０７

T３
．１１
．２５

T３
．１２
．０５

T３
．０８
．１８

T３
．１２
．２５

T４
．０５
． ―

―

T４
．０２
．１５

T４
．０９
．１７

T５
．０８
．０４

T５
．１２
．１６

T５
．１２
．１５

漢
口
ニ
兵
営
建
設
ノ
件

朝
鮮
駐
箚
師
団
及
臨
時
朝
鮮
派
遣
隊
半
部
交
代
ニ
関

ス
ル
報
告
ノ
件

朝
鮮
駐
箚
師
団
及
臨
時
朝
鮮
派
遣
隊
半
部
交
代
結
了

ノ
件
報
告
ノ
件

北
支
那
派
遣
歩
兵
大
隊
撤
退
報
告
ノ
件

北
支
那
派
遣
隊
内
地
帰
着
報
告
ノ
件

支
那
駐
屯
軍
歩
兵
隊
交
代
ニ
関
ス
ル
報
告
ノ
件

旧
支
那
駐
屯
軍
歩
兵
隊
帰
還
中
止
ノ
件
報
告
ノ
件

旧
支
那
駐
屯
軍
歩
兵
隊
帰
還
並
中
支
那
派
遣
歩
兵
大

隊
交
代
ノ
件
報
告
ノ
件

青
島
守
備
軍
編
成
ノ
件
通
牒
ノ
件

露
国
軍
ニ
火
砲
及
弾
丸
ヲ
譲
与
ス
ル
ノ
件

青
島
施
政
方
針
規
定
ノ
件

山
東
経
営
卑
見
（
青
島
守
備
軍
司
令
官
神
尾
光
臣
提

出
）

露
国
陸
軍
ノ
使
用
ス
ヘ
キ
火
薬
ニ
関
ス
ル
件

露
国
政
府
ヘ
兵
器
譲
与
ニ
関
ス
ル
約
款
ノ
件

露
国
政
府
ノ
注
文
ニ
依
リ
日
本
セ
ル
ロ
イ
ド
人
造
絹

糸
株
式
会
社
ニ
於
テ
火
薬
追
加
製
造
ノ
件

羅
馬
尼
国
ニ
対
シ
兵
器
譲
与
ノ
件

交
戦
与
国
及
他
ノ
諸
外
国
注
文
軍
用
火
薬
ノ
民
間
工

場
ニ
於
ケ
ル
製
造
許
可
ノ
件
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目
次
文
書
番
号
は
４７

目
次
文
書
番
号
は
４５

補
注
：
『
公
文
別
録
』
所
収
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
上
申
・
処
理
日
付
と
、『
件
名
録
』
の
日
付
が
相
違
す
る
場
合
は
、
前
者
の
方
を
採
っ
た
。

別別別別別別別別別別別別

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．０２
．１６

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

T７
．１０
．２８

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

�
（
小
杉
）

―

T７
．０２
．２０

T７
．０２
．１３

T７
．０２
．１６

T７
．０２
．２２

T７
．０５
．１７

T７
．０５
．１６

T７
．０５
．２０

T７
．０６
．２１

―

T７
．１０
．１４

―

T６
．１２
．２５

T７
．０２
．２０

T７
．０２
．１３

T７
．０２
．１５

T７
．０２
．２２

T７
．０５
．１６

T７
．０５
．１６

T７
．０５
．１８

T７
．０６
．２０

T７
．０９
．０３

T７
．１０
．１２

T６
．１１
．２６

陸
甲
１２７

陸
乙
１０

陸
乙
６

陸
甲
５

陸
乙
１１

陸
乙
３３

陸
乙
３２

陸
乙
３５

陸
乙
４５

陸
乙
６８

陸
乙
８８

陸
甲
１１６

秘極
秘秘―秘秘秘秘秘秘秘秘

欧
発
第
１１８４

号

陸
密
第
３５
号

陸
密
第
２８
号

―

欧
発
第
１３６
号

欧
発
第
４９２
号

陸
密
第
１３７
号

陸
密
第
１４３
号

陸
密
第
１９０
号

西
密
第
３０１
号

西
密
第
５０２
号

陸
密
第
２７５
号

T６
．１２
．２５

T７
．０２
．１８

T７
．０２
．１２

T７
．０１
．２９

T７
．０２
．２１

T７
．０５
．１５

T７
．０５
．１５

T７
．０５
．１８

T７
．０６
．２０

T７
．０９
．０３

T７
．１０
．１２

T６
．１１
．２６

伊
国
航
空
界
援
助
ニ
関
ス
ル
件

支
那
及
外
国
電
信
会
社
ニ
対
シ
帝
国
ノ
希
望
ス
ル
利

権
通
信
網
ニ
関
ス
ル
件

戦
役
間
臨
時
公
使
館
附
武
官
ヲ
置
ク
ノ
件

支
那
中
央
政
府
ヨ
リ
要
求
兵
器
引
続
キ
応
諾
ノ
件

山
東
民
政
ニ
関
シ
覚
書
ノ
件

軍
備
充
実
ニ
伴
フ
建
築
工
事
ニ
従
事
ス
ル
要
員
臨
時

増
置
ノ
件

日
支
陸
軍
共
同
防
敵
軍
事
協
定
調
印
○
日
支
海
軍
軍

事
協
約
調
印
ノ
件

外
国
ヘ
ノ
兵
器
売
込
方
ニ
関
ス
ル
件

「
チ
エ
ッ
ク
、
ス
ロ
ワ
ッ
ク
」
軍
司
令
官
ヨ
リ
援
助

請
願
ノ
件

日
支
陸
軍
共
同
防
敵
軍
事
協
定
実
施
ニ
要
ス
ル
詳
細

ノ
協
定
ニ
関
ス
ル
件

田
中
、
永
井
両
大
佐
ヘ
訓
令
ノ
件
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表
４

―１
：
『
公
文
類
聚

第
四
十
二
編

大
正
七
年

巻
四
』（
官
職
門
三
・
官
制
三
・
大
蔵
省
・
陸
軍
省
・
海
軍
省
、
類
／
１２７１

）
所
収
陸
軍
関
連
文
書
の
処
理
過
程

備
考

記
録
課
（『
件
名
簿
』）

編
入
書
名

官
職
・
儀
典

官
職

官
職

官
職別官
職

官
職

官
職―

受
領
日

T７
．０９
．０４

―

T７
．０５
．２２

T７
．０６
．２５

T７
．１０
．２８

T７
．０６
．１１

T７
．０６
．１１

T７
．０２
．２３

―

内
閣
書
記
官
室
（『
件
名
録
』）

記
録

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

――

�
（
西
内
）

―

決
裁
日

T７
．０８
．２８

T７
．０６
．０５

T７
．０５
．１８

T７
．０６
．２２

T７
．０１
．２３

T７
．０５
．３０

T７
．０５
．３０

T７
．０２
．０２

T７
．０８
．２９

受
領
日

T７
．０８
．１４

T７
．０５
．０７

T７
．０４
．２４

T７
．０４
．１３

T６
．１２
．２５

T７
．０５
．１６

T７
．０４
．２６

T７
．０１
．１５

―

番
号

陸
甲
２４

陸
甲
１８

陸
甲
１６

陸
甲
１３

陸
甲
１２６

陸
甲
２０

陸
甲
１７

陸
甲
２

（
内
閣
書

記
官
室

陸
第
３４７
号
）

陸
軍
省

秘
印―――――――――

番
号

陸
普
第
２６９６

号

陸
普
第
１４８４

号

陸
普
第
１３０５

号

陸
普
第
１１４８

号

陸
普
第
４３９１

号

陸
密
第
１４１
号

陸
普
第
１３５５

号

陸
密
第
３００
号

進
第
１９６
号

（
内
閣
罫
紙
）

上
申
日

T７
．０８
．０８

T７
．０５
．０６

T７
．０４
．２３

T７
．０４
．１２

T６
．１２
．２５

T７
．０５
．１６

T７
．０４
．２５

T６
．１２
．２４

T７
．０８
．２８

件
名

元
帥
府
条
例
中
ヲ
改
正
シ
○
元
帥
佩
刀
ノ
制
式
ヲ
定

ム陸
軍
省
官
制
中
ヲ
改
正
ス

恩
給
事
務
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
為
陸
軍
省
ニ
臨
時
職
員

ヲ
増
置
ス

明
治
四
十
五
年
勅
令
第
十
五
号
臨
時
軍
用
気
球
研
究

会
ノ
事
務
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
為
陸
軍
省
ニ
臨
時
職
員

増
員
ノ
件
ヲ
改
正
ス

砲
兵
工
廠
条
例
中
ヲ
改
正
ス

陸
軍
兵
器
廠
条
例
中
ヲ
改
正
シ
○
陸
軍
兵
器
部
令
ヲ

定
ム

千
住
製
絨
所
官
制
中
ヲ
改
正
ス

今
回
ノ
戦
役
間
瑞
典
ニ
公
使
館
附
武
官
ヲ
駐
在
セ
シ

ム戦
時
作
戦
上
ノ
要
務
ヲ
帯
ヒ
支
那
及
西
比
利
亜
地
方

ヘ
急
派
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
今
回
ノ
戦
役
間
奏
任
官
以

下
ニ
限
リ
陸
軍
大
臣
ニ
於
テ
決
行
ス

文
書
番
号

１２１３１４１５１６１７１８１９―
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表
４

―２
：
『
公
文
類
聚

第
四
十
二
編

大
正
七
年

巻
二
十
一
』（
財
政
門
八
・
貨
幣
・
雑
載
、
軍
事
門
一
・
陸
軍
一
、
類
／
１２９２

）
所
収
陸
軍
関
連
文
書
の
処
理
過
程

文
書
番
号

件
名

陸
軍
省

内
閣
書
記
官
室
（『
件
名
録
』）

記
録
課
（『
件
名
簿
』）

備
考

上
申
日

番
号

秘
印

番
号

受
領
日

決
裁
日

記
録

受
領
日

編
入
書
名

１１
陸
軍
軍
人
服
役
令
中
ヲ
改
正
ス

T７
．０２
．２０

陸
普
第
４８４
号

―
陸
甲
６

T７
．０２
．２１

T７
．０３
．２６

�
（
西
内
）

T７
．０４
．０６

軍
事

１２
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
、
関
東
州
又
ハ
満
洲
ニ
在
ル
陸

軍
軍
人
ノ
服
役
事
務
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
定
ム

T７
．０３
．３０

陸
普
第
９７３
号

―
陸
甲
１０

T７
．０３
．３０

T７
．０４
．１７

�
（
西
内
）

T７
．０４
．１８

軍
事

１３
徴
兵
事
務
条
例
中
ヲ
改
正
ス

T６
．１２
．１０

陸
普
第
４１９１

号
―

陸
甲
１２２

T６
．１２
．１０

T７
．０１
．０９

�
（
西
内
）

T７
．０１
．１１

軍
事

１４
徴
兵
令
中
ヲ
改
正
ス

T６
．１１
．１０

陸
普
第
３８４０

号
―

陸
甲
１１４

T６
．１１
．１５

T７
．０３
．３０

�
（
西
内
）

T７
．０５
．０１

軍
事

１５
明
治
三
十
九
年
勅
令
第
三
百
十
八
号
朝
鮮
、
台
湾
、

樺
太
等
ニ
在
ル
者
ノ
徴
兵
身
体
検
査
ニ
関
ス
ル
件
中

ヲ
改
正
ス

T７
．０４
．０２

陸
普
第
１０１７

号
―

陸
甲
１１

T７
．０４
． ―

―
T７
．０４
．１７

�
（
西
内
）

T７
．０４
．１８

軍
事

表
４

―３
：
『
公
文
類
聚

第
四
十
二
編

大
正
七
年

巻
二
十
二
』（
軍
事
門
二
・
陸
軍
二
・
海
軍
、
学
事
門
・
学
制
、
類
／
１２９３

）
所
収
陸
軍
関
連
文
書
の
処
理
過
程

備
考

記
録
課
（『
件
名
簿
』）

編
入
書
名

軍
事

軍
事

軍
事

軍
事

受
領
日

T７
．０５
．０１

T７
．０４
．２９

T７
．０４
．１８

T７
．１０
．２５

内
閣
書
記
官
室
（『
件
名
録
』）

記
録

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�
（
西
内
）

�
（
小
杉
）

決
裁
日

T７
．０３
．２３

T７
．０４
．２３

T７
．０４
．１６

T７
．１０
．１６

受
領
日

T７
．０１
．１９

T７
．０４
．１６

（
マ
マ
）

T７
．０２
．２０

T７
．１０
．１２

番
号

陸
甲
３

陸
甲
１４

陸
甲
７

陸
乙
８９

陸
軍
省

秘
印秘―秘―

番
号

陸
密
第
９
号

陸
普
第
１２４２

号

陸
密
第
３９
号

西
発
第
５９６
号

上
申
日

T７
．０１
．１９

T７
．０４
．１８

T７
．０２
．１９

T７
．１０
．１２

件
名

軍
用
自
動
車
補
助
法
ヲ
定
ム

軍
用
自
動
車
補
助
法
施
行
期
日
ノ
件
ヲ
定
ム

軍
需
工
業
動
員
法
ヲ
定
ム

軍
事
行
動
地
域
ニ
於
ケ
ル
鹵
獲
品
、
押
収
品
等
処
分

要
領

文
書
番
号１２３７
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表
５
：
『
大
正
六
年
起

増
加
日
簿
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
雑
／
３２６２

）
中
の
「
公
文
別
録
」
及
び
陸
軍
関
連
記
録

国
立
公
文
書
館

現
在
分
類

単
行
書（
委
員
会
）欠
本

単
行
書

単
行
書（
委
員
会
）

欠
本

単
行
書（
委
員
会
）欠
本

単
行
書（
委
員
会
）欠
本

単
行
書

単
行
書

欠
本

公
文
別
録

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

『
件
名
簿
』

―

別
ニ
収
ム

別
冊
ハ
別
ニ
収
ム

秘
書
ニ
付
別
ニ
収
ム

――

別
冊
三
部
別
ニ
蔵
ス

別
冊
ハ
別
ニ
蔵
ス

――

別
冊
ハ
秘
函
入

別
冊
ハ
秘
函
入

別
冊
ハ
別
ニ
蔵
ム

―

別
冊
ハ
秘
函
入
リ

―

秘
函
入

秘

『
増
加
日
簿
』

欄
外
上
段
（
３
）

単
行
９３
函
中

―

単
行
９３
函
中

単
行
９２
函
中

単
行
９３
函
中

単
行
９１
函
中

単
行
９１
函
中

単
行
９２
函
中

別
録
第
１
類
６

函（
朱
）

単
行
９３
函
中

単
行
９３
函
中

欄
外
上
段
（
２
）

秘
（
朱
）

秘
（
朱
）

秘
（
朱
）

秘
（
朱
）

秘
（
朱
）

―秘秘

総
理
大
臣
官
舎
ヨ
リ

送
付

下
条
課
長
ヨ
リ
送
付

秘
函
入
保
管

別
録
第
１
類
６
函

（
朱
）

―

別
録
第
６
函
ニ
入
ル

（
朱
）

秘
函
入

秘
函
入

秘
函
入

欄
外
上
段
（
１
）

陸
甲
２５
別
冊

陸
甲
４７
・
別
冊

陸
甲
５０
・
別
冊

陸
甲
３１
・
別
冊

陸
甲
３２
・
別
冊

陸
甲
３７
・
別
冊

陸
甲
５５

陸
甲
５７

――

陸
甲
６３

陸
甲
７４

陸
甲
８７

陸
甲
９４

陸
甲
１００

陸
甲
１１
別
冊

陸
乙
１５
別
冊

陸
乙
２９

冊
数

６
冊

１
冊
２
部

１
冊
２
部

７
冊

１
冊

１
冊

１
冊
３
部

１
冊
２
部

４
冊

１３
冊

２
冊

２
冊

２
冊―２
冊

２
部
２
冊

１
部
１
冊

２
部
２
冊

簿
冊
名

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
１１
～
１６

独
国
工
業
動
員
ニ
関
ス
ル
普
国
陸
軍
省
原
料
課
長
ノ
口
演
要
旨

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
１９
号

明
治
卅
七
八
年
戦
役
満
州
軍
政
史
１
・
３
・
５
・
７
・
８
・
９
・
１０

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
１０
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
１７
号

開
戦
直
前
ニ
於
ケ
ル
列
強
ノ
情
勢

欧
州
交
戦
諸
国
ノ
陸
軍
ニ
就
テ

明
治
三
十
七
八
年
戦
役
満
州
軍
政
史
第
２
巻
上
下
・
第
４
巻
・
第

６
巻

臨
時
制
度
整
理
局
書
類
（
以
下
内
訳
）

臨
時
制
度
整
理
ニ
関
ス
ル
書
類
（
１
冊
）

各
庁
提
出
整
理
意
見
（
１
冊
）

各
省
所
管
整
理
要
目
（
１
冊
）

個
人
団
体
提
出
整
理
意
見
（
１
冊
）

各
官
庁
現
員
調
（
１
冊
）

現
員
表
（
６
冊
）

各
庁
提
出
事
務
整
理
報
告
（
１
冊
）

行
政
整
理
ニ
関
ス
ル
閣
議
書
（
１
冊
）

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
２０
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
２１
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
２２
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
２３
号
其
一

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
２４
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
２５
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
２８
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
３１
・
３２
号

収
蔵
日

T６
．０５
．２９

T６
．０７
．０６

T６
．０８
．０７

T６
．０９
．１１

T６
．１０
．０２

T７
．―

―．―
―

T７
．０５
．０８

T７
．０５
．１５

番
号１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８
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単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書

単
行
書

単
行
書

単
行
書

単
行
書

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書
（
委
員
会
）

単
行
書

単
行
書
（
委
員
会
）

公
文
別
録

公
文
別
録

公
文
別
録

公
文
別
録

別
冊
秘
函
入

――別

別
冊
ハ
秘
函
入

別
冊
秘
函
入

別

別
冊
ハ
秘
函
入

別
冊
秘
函
入

別
ニ
収
ム

別
ニ
収
ム

別
ニ
収
ム

別
ニ
収
ム

別
ニ
収
ム

別
冊
ハ
別
ニ
収
ス（
朱
）

別
ニ
蔵
ス

――

別
ニ
収
ム

――――――

単
行
９３
函
中

―

単
行
９３
函
中

単
行
９３
函
中

単
行
９１
函
中

単
行
９１
函
中

単
行
９１
函
中

単
行
９３
函
中

単
行
９１
函
中

単
行
９３
函
中

公
文
別
録
８
函

入

―――――――――――――――――――――

秘
函
入
（
朱
）

陸
乙
３６

陸
乙
４８

陸
乙
４９

陸
乙
８０

陸
乙
９２

T７
陸
乙
１００

陸
乙
４（
朱
）

陸
乙
７

陸
乙
１０

陸
乙
２０

陸
乙
３４

陸
乙
５２

陸
乙
５８

陸
乙
４３

陸
乙
７１

陸
乙
７４

T８
陸
乙
６５

T８
陸
乙
７７

陸
乙
１１

T８
陸
乙
７７

ノ
内

陸
乙
２１

―

１
部
１
冊

１
部
１
冊

１
部
１
冊

１
部
１
冊

２
部

１
部
１
冊

１
部
３
冊

１
部
１
冊

１
部
１
冊

１
冊

１
冊

１
冊

１
冊

１
冊

１
冊

１
冊

１
冊

１
冊

３
冊

１
冊

１
冊

１
袋
在
中

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
３３
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
会
月
報
第
３５
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
会
月
報
第
３４
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
３７
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
３８
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
４１
・
４２
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
４３
・
４４
・
４５
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
４６
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
４７
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
４８
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
４９
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
５１
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
５２
号

猶
太
人
及
将
ニ
建
設
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
猶
太
国
附
猶
太
人
ノ
世
界
的

陰
謀
及
土
耳
其
ノ
処
分
問
題

朝
鮮
騒
擾
経
過
概
要

寛
城
子
事
件
ノ
顛
末

大
正
八
年
自
四
月
至
八
月
西
伯
利
派
遣
軍
ノ
情
況

英
仏
軍
ノ
軍
用
鳩
ニ
就
テ

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
５３
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
５５
号

臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
５６
号

戦
争
ノ
国
内
産
業
特
ニ
労
務
力
ニ
及
ほ
す
影
響
其
一
仏
・
英
ノ

部臨
時
軍
事
調
査
委
員
月
報
第
５７
号

忠
愛
社
外
三
社
ヘ
費
用
下
付
ノ
件

近
衛
編
制
ニ
付
御
沙
汰
書
ノ
件

予
算
案
議
会
ニ
提
出
ニ
関
シ
閣
議
決
定
ノ
件

勅
語
案
ノ
件

T７
．０５
．２８

T７
．０９
．０７

T７
．１０
．３０

T７
．１２
．０２

T８
．０１
．１７

T８
．０２
．２１

T８
．０３
．１３

T８
．０３
．２１

T８
．０９
．１９

T８
．１０
．２７

T９
．０３
．１３

T９
．０４
．３０

T９
．０５
．１４

１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７３８３９４０４１４２

292



公
文
別
録

公
文
別
録

公
文
別
録

単
行
書

単
行
書
（
委
員
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